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1．監査委員調

氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業
下
益
城
郡

美 里 町 大 西 茂 67
 4. 2. 1
 8. 1.31

3.3 無 職

玉 東 町 北 島 義 文 65
 4. 4. 1
 8. 3.31

3.1 無 職

和 水 町 有 働 德 行 73
 4. 3. 9
 8. 3. 8

7.2 無 職

南 関 町 良 田 和 彦 59
 5. 7. 1
 9. 6.30

1.10 行 政 書 士

長 洲 町 髙 本 茂 実 74
 5. 5.20
 9. 5.19

6.0 無 職

大 津 町 吉 永 正 哉 70
 7．4．1
11. 3.31

0.1 無 職

菊 陽 町 牧 野 俊 彦 69
 6. 4.12
10. 4.11

1.1 団 体 役 職 員

南 小 国 町 石 橋 正 寿 63
 7. 4. 1
11. 3.31

4.1 農 林 業

小 国 町 古 賀 尚 年 70
 5. 6.12
 9. 6.11

5.11 無 職

産 山 村 中 村 祐 介 64
 5. 6.17
 9. 6.16

1.11 農 林 業

高 森 町 吉 良 充 展 57
 4.11. 1
 8.10.31

2.6 会 社 役 職 員

南 阿 蘇 村 吉 里 啓 文 67
 7. 4. 1
 11. 3.31

4.1 住 職

西 原 村 河 上 國 秀 70
 7. 4. 1
11. 3.31

0.1 会 社 役 職 員

御 船 町 吉 川 勲 75
 5. 4.12
 9. 4.11

6.1 無 職

嘉 島 町 蜂 屋 誠 71
 4.12.11
 8.12.10

6.5 無 職

益 城 町 戸 塚 誠 司 74
 4.12.23
 8.12.22

6.5 会 社 役 職 員

甲 佐 町 井 芹 雅 洋 70
 5. 7. 8
 9. 7. 7

1.10 農 林 業

山 都 町 橋 本 由 紀 夫 66
 7. 3.29
11. 3.28

0.2 無 職

八
代
郡

氷 川 町 島 田 博 行 77
 4. 4. 1
 8. 3.31

7.1 無 職

芦 北 町 井 川 良 一 73
 4.12.11
 8.12.10

6.5 農 林 業

津 奈 木 町 北 岡 あ つ む 72
 5. 4. 1
 9. 3.31

2.1 無 職

菊

池

郡

葦

北

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

識 見
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公 務 員 歴 常勤
2名以
上選任 氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業

選任
しない

企画情報課長 髙 田 美 千 子 75
 4. 5. 1
 8. 4.30

3.0 無 職

町民福祉課長 吉 住 貞 夫 75
 5. 5. 9
 9. 4.29

18.0 会 社役 職員

白 木 淳 49
 4. 4.22
 8. 4.15

3.1 サ ービ ス業

健康推進課長 立 山 比 呂 志 67
 4. 2.28
 8. 2.25

3.3 土 木建 築業

福 本 み や 子 70
 5.10.25
 7.10.19

1.7 無 職

企業誘致課長 豊 瀬 和 久 58
 7. 3. 1
11. 2.28

0.2 無 職

県 職 員 佐 々 木 理 美 子 65
 5. 5.11
 9. 5. 1

2.0 無 職

阿蘇広域行政事務組合
消 防 本 部 井 野 和 哉 60

 5. 5. 9
 9. 4.30

6.0 農 林 業

団体役職員 久 野 達 也 68
 5. 5.10
 9. 4.30

2.0 農 林 業

総 務 課 長 渡 辺 裕 文 75
 5. 5. 2
 9. 5. 1

2.0 農 林 業

佐 伯 金 也 66
 5. 4.30
 9. 4.29

2.1 会 社役 職員

農 政 課 長 河 内 克 也 66
 7. 3.19
11. 3. 5

0.2 無 職

松 浦 哲 也 65
 6. 9.25
 9. 9.26

0.8 農 林 業

税 務 課 長 福 本 悟 66
 5. 5.11
 9. 4.29

2.0 無 職

総 務 課 長 増 岡 司 75
 5. 3.11
 9. 2.28

2.2 無 職

県 職 員 上 村 幸 輝 60
 5. 5.16
 9. 4.29

2.0 土 木建 築業

税 務 課 長 森 田 精 子 72
 5. 3. 1
 9. 2.28

6.2 無 職

支 局 長 中 村 五 彦 66
 3.11. 5
 7.10.31

3.6 農 林 業

郵 政 局 上 田 健 一 79
 3.11. 8
 7.11. 5

3.6 農 林 業

総 務 課 長 長 口 隆 71
 4. 4. 6
 8. 3.31

3.1 農 林 業

振 興 課 長 澤 井 静 代 70
 5. 5.12
 9. 4.30

2.0 製 材 業

（令和７年４月１日現在）

議 選識 見
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1．監査委員調

氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業

郡

名
町 村 名

識 見

錦 町 宮 田 弘 62
 5. 6.12
 9. 6.11

1.11 農 林 業

あさぎり町 尾 方 正 志 59
 5. 7. 1
 9. 6.30

1.10 税 理 士

多 良 木 町 山 﨑 信 治 65
 6.12.25
10.12.24

4.5 税 理 士

湯 前 町  塚 智 洋 62
 6.12. 1
10.11.30

0.5 税 理 士

水 上 村 九 万 田 勝 志 59
 5. 8.21
 9. 8.20

5.9 税 理 士

相 良 村 渡 邊 法 光 70
 5. 6.15
 9. 6.14

9.11 農 林 業

五 木 村 牛 草 敏 憲 76
 3. 5. 8
 7. 5. 7

12.0 税 理 士

山 江 村 豊 永 知 満 68
 4. 9. 9
 8. 9. 8

2.8 農 林 業

球 磨 村 日 隠 啓 一 73
 5. 9.28
 9. 9.27

5.8 農 林 業

天
草
郡

苓 北 町 登 本 玄 一 78
 6. 4. 1
10. 3.31

13.1 無 職

(注）
１　年齢は、令和７年４月１日現在の満年齢を回答。

２　在職年数は、監査委員としての在職年数(通算)を回答。(令和７年４月１日も
　１か月在職として算入）

３　職業別分類は、右の分類表の区分により回答。

４　公務員歴には、監査委員に就任する以前に一般職、特別職に就いていた場合の最
　終職名を回答。兼任していた場合は、主たる職を回答。

５　４月１日現在欠員の場合は、在職年数欄に「4/1現在欠員」と回答し、その他の
　欄は４月１日以降の新任者についてすべて回答。

球

磨

郡
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公 務 員 歴 常勤
2名以
上選任 氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業

選任
しない

（令和７年４月１日現在）

議 選識 見

一部事務組合
事 務 局 長

梶 原 誠 二 70
 5. 5.11
 9. 4.22

2.0 農 林 業

税 務 署 難 波 文 美 58
  6. 5. 9
 10. 4.30

1.0 そ の 他

税 務 署 猪 原 清 66
 5. 5.11
 9. 4.30

1.0 無 職

吉 田 精 二 65
 6.12. 1
10.11.30

4.5 行 政 書 士

税 務 署 成 尾 和 英 53
 5. 5.10
 9. 4.30

2.0 無 職

保健福祉課長 小 善 満 子 85
 4. 5.11
 7. 4.30

8.0 無 職

税 務 署 田 山 淳 志 73
 3. 8. 4
 7. 8. 3

3.9 会 社役 職員

総 務 課 長 立 道 徹 67
 5. 5.11
 9. 4.29

2.0 土 木建 築業

住民福祉課長 板 﨑 壽 一 75
 4. 5. 5
 8. 5. 4

3.0 無 職

郵 便 局 長 廣 田 幸 英 70
 5. 2. 7
 9. 2. 4

2.3 水 産 業

◎職業別分類表
職業別分類はおおむね次の区分により回答。

○農林業・・・農業、林業、狩猟業等
○水産業・・・漁業、水産養殖業等
○商業・・・各種卸小売業、飲食店業、金融・保険業、不動産業等
○工業・・・各種製造業、出版・印刷業等
○土木建築業・・・各種土木建設、設備工事等
○鉱業・・・石炭・亜鉛・金属等各種鉱業、採石・じゃり採取業等
○サービス業・・・旅館、理容、浴場、各種娯楽施設、各種修理業等
○運輸通信業等・・・各種運送業、倉庫業等
※以上の８業種は、個人自営の場合について回答。
○会社役職員・・・会社役員、会社勤務者(会社の業種にかかわらず）
○団体役職員・・・政党・経済団体(農協、漁協等）文化団体等の役員、職員等
○弁護士
○公認会計士
○税理士
○無職
※以上の各業種に当てはまらない業種、分類不能の業種については具体的に職業名を回答。
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２．監査委員補助職員調

専任 兼任

立 道 誠 3.1 局長 議会事務局

福 田 咲 文 0.1 主査 議会事務局

玉 東 町 1 髙 瀬 伸 一 3.9 局長 議会事務局 1

有 働 和 明 4.1 局長 議会事務局

倉 掛 裕 美 1.1 書記 議会事務局

南 関 町 1 武 田 博 0.1 局長 議会事務局 1

長 洲 町 2 杉 浦 親 1.1 局 長 ○

荒 木 啓 一 4.3 局長 議会事務局

藤 本 聖 二 0.1 書 記

廣 田 沙 織 1.1 書記 議会事務局

豊 住 祐 太 0.1 書記 議会事務局

牟 田 修 人 0.7 書記 議会事務局

松 岡 洋 1.1 局長 議会事務局

室 原 明 子 8.1 会計年度
任用職員 議会事務局

長 広 行 1.1 局長 議会事務局

宇 都 宮 愛 子 0.10 次長 議会事務局

井 史 生 0.1 課長 総 務 課

佐 伯 博 也 6.1 次長 議会事務局

緒 方 久 哉 2.1 局長 議会事務局

久 保 田 一 也 1.1 係長 議会事務局

安 達 幹 夫 0.1 局長 議会事務局

長 野 純 哉 1.1 主幹 議会事務局

後 藤 恵 2.1 会計年度
任用職員 議会事務局

海 津 智 子 1.1 局長 議会事務局

児 玉 み ど り 5.1 書記 議会事務局

○2

2

2

2

2

○

（令和７年４月１日現在）

事務局の
共同設置

2

条例 その他

事務局設置

規程

郡

名
町 村 名 専任

職名

職員定数
（条例）

兼 任

下
益
城
郡

給与を
監査委員費
に計上(名）

専 任氏 名
在職
期間 所 属 課 名

美 里 町

和 水 町

2

給与を
他の費目に
計上（名）

1

3

玉

名

郡

2

○

2

3

1菊 陽 町

2

2

小 国 町

南小国町 2

高 森 町

西 原 村

2

2

産 山 村 2

南阿蘇村

阿

蘇

郡

菊

池

郡

大 津 町 1
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２．監査委員補助職員調

専任 兼任

（令和７年４月１日現在）

事務局の
共同設置

条例 その他

事務局設置

規程

郡

名
町 村 名 専任

職名

職員定数
（条例）

兼 任
給与を

監査委員費
に計上(名）

専 任氏 名
在職
期間 所 属 課 名

給与を
他の費目に
計上（名）

安 田 哲 也 5.7 局長 議会事務局

山 下 史 紘 2.1 次長 議会事務局

民 長 美 由 紀 3.1 主査 議会事務局

嘉 島 町 2 下 田 雅 文 1.1 局長 議会事務局 1

中 山 貴 文 0.1 局長 議会事務局

千 代 田 卓 2.1 書 記

北 野 太 1.1 局長 議会事務局

後 藤 理 恵 子 4.1 書記 議会事務局

髙 橋 尚 孝 0.1 局長 議会事務局

高 森 智 子 2.1 書 記

畑 野 光 昭 0.1 局長 議会事務局

三 好 裕 子 1.1 書記 議会事務局

岡 田 謙 治 5.1 局長 議会事務局

鎌 田 富 士 夫 2.1 次長 議会事務局

田 中 清 美 1.1 書記 議会事務局

津奈木町 1 豊 田 博 文 1.1 局長 議会事務局 1

蓑 田 和 也 3.1 局長 議会事務局

塩 井 ゆ き 1.1 書記 議会事務局

山 本 祐 二 4.1 局長 議会事務局

溝 口 久 志 1.1 課長補佐 議会事務局

豊 永 亜 紀 3.1 主幹 議会事務局

多良木町 3 金 子 め ぐ み 1.1 主幹 議会事務局 1

赤 池 昌 信 3.1 局長 議会事務局

中 山 政 人 2.1 主事 議会事務局

水 上 村 1 江 崎 邦 臣 0.1 局長 議会事務局 1

磯 田 昌 臣 0.1 局長 議会事務局

髙 山 沙 織 4.2 書記 議会事務局

五 木 村 1 木 野 徹 也 1.1 局長 議会事務局 1

山 江 村 1 髙 橋 忍 0.7 局長 議会事務局 1

球 磨 村 1 假 屋 昌 子 3.1 局長 議会事務局 1

松 本 康 秀 2.1 局長 議会事務局

岩 﨑 え り 奈 1.1 書記 議会事務局

7 22 4 30 議会事務局 2 29
町村 町村 町村 町村 30町村 町村 町村

52人 8 1 0 0
8 41 4 53 2 50 町村 町村 町村 町村
人 人 人 人 人 人

天
草
郡

相 良 村

2 ○

○

2

1

3

○

2湯 前 町

2

○

〇2

3

山 都 町

益 城 町

合計

錦 町

57人

2苓 北 町

2

氷 川 町

1

1

2
八
代
郡

球

磨

郡

上

益

城

郡

葦

北

郡

3芦 北 町 1

あさぎり町

甲 佐 町

3

1

1

御 船 町

1

2

2
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３．監査委員費調　（令和７年度当初予算）

城
郡

下
益 美 里 町 466 55 310 10 4 5

玉 東 町 648 360 17

和 水 町 1,521 456 6

南 関 町 936 337 8

長 洲 町 1,520 8,068 381 53

大 津 町 1,094 9,255 540 96

菊 陽 町 980 42 657 36

南小国町 560 484 72

小 国 町 530 620 58 3 20

産 山 村 360 300 41 5

高 森 町 661 306 188 3

南阿蘇村 530 399 71 23

西 原 村 395 555 30 5

御 船 町 1,147 371 343 4

嘉 島 町 792 609 15

益 城 町 1,176 6,494 709 64

甲 佐 町 733 509 13

山 都 町 1,225 7,298 619 75 10
八
代
郡

氷 川 町 801 496 8

芦 北 町 780 506 15 5

津奈木町 622 431 5 4

錦 町 725 460 13 4

あさぎり町 1,193 24 523 42

多良木町 1,098 8,024 506 40 3

湯 前 町 606 437 64 2

水 上 村 534 632 92 47

相 良 村 734 7,638 421

五 木 村 720 498 365 30 3

山 江 村 593 424 84 20

球 磨 村 457 316 8
天
草
郡

苓 北 町 748 549 49 2

31 9 31 30 4 16

24,885 46,898 14,721 1,981 39 163

802.7 5,210.9 474.9 66.0 9.8 10.2

葦
北
郡

職員
給与費

役 務 費旅 費

平 均

阿

蘇

郡

玉

名

郡

合 計

町 村 数

使 用 料
及 び

賃 借 料
町 村 名

上

益

城

郡

球

磨

郡

郡

名

菊
池
郡

報 酬 需 用 費（ 給 料 、
職 員 手 当 等 、
共済費の合計）
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(単位 ：千円)

60 910 876 34 美 里 町

130 1,155 1,135 20 玉 東 町

130 2,113 2,082 31 和 水 町

130 1,411 1,326 85 南 関 町

134 10,156 10,178 △ 22 長 洲 町

184 11,169 10,365 804 大 津 町

52 1,767 1,531 236 菊 陽 町

102 1,218 894 324 南小国町

182 1,413 1,387 26 小 国 町

114 820 764 56 産 山 村

114 1,272 1,276 △ 4 高 森 町

126 1,149 1,025 124 南阿蘇村

114 1,099 960 139 西 原 村

113 1,978 1,934 44 御 船 町

93 1,509 1,503 6 嘉 島 町

83 8,526 8,622 △ 96 益 城 町

93 1,348 1,017 331 甲 佐 町

105 9,332 8,677 655 山 都 町

84 1,389 1,198 191 氷 川 町

64 1,370 1,320 50 芦 北 町

224 1,286 1,227 59 津奈木町

120 1,322 1,337 △ 15 錦 町

72 1,854 1,293 561 あさぎり町

114 9,785 9,907 △ 122 多良木町

72 1,181 1,283 △ 102 湯 前 町

60 1,365 1,377 △ 12 水 上 村

112 8,905 8,559 346 相 良 村

140 1,756 1,695 61 五 木 村

60 1,181 1,198 △ 17 山 江 村

72 853 993 △ 140 球 磨 村

82 1,430 1,374 56 苓 北 町

0 31 31 31 31 町 村 数

0 3,335 92,022 88,313 3,709 合 計

‐ 107.6 2,968.5 2,848.8 120 平 均‐

0

0

負担金・補助
及 び

交 付 金

備 品
購 入 費

町 村 名
増 減

(A) － (B)
計 (A)

令和６年度
最終予算額

(B)
そ の 他 具 体 名
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４．監査委員報酬・費用弁償調　（令和７年度当初予算）

年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額
下
益
城
郡

美 里 町 270,000 196,000

玉 東 町
（4時間未満の
場合は半額） 7,500

（4時間未満の
場合は半額） 6,900

和 水 町 7,500 6,900

南 関 町 7,500 6,900

長 洲 町 7,500 6,900

大 津 町 7,100 7,100

菊 陽 町 7,100 7,100

南小国町 6,000 5,200

小 国 町 300,000 230,000

産 山 村 200,000 160,000

高 森 町 6,400 213,000

南阿蘇村 300,000 230,000

西 原 村 230,000 165,000

御 船 町 7,300 7,100

嘉 島 町 6,600 6,600

益 城 町 7,400 7,100

甲 佐 町 7,000 6,800

報 酬

阿

蘇

郡

菊

池

郡

代 表 議 選
郡

名
町 村 名

玉

名

郡

上

益

城

郡

- 10 -



（単位：円）

車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料

1日2,100
半日1,050

37/km
他実費

1日2,400
半日1,200

(半日は往復
20kmの地域）

23,000 37/km
他実費

1日2,400
半日1,200

(半日は往復
20kmの地域）

34,000～
13,000

（都道府県
毎に制定）

1,100 37/km
または実費

2,200 9,800 37/km
または実費

2,200
甲 10,900
乙　9,800

37/km 1,000 37/km
2,200

（荒尾玉名地域
及び山鹿地域は

定額の1/2）

9,800 37/km 2,200
甲 10,900
乙  9,200

37/km 600 37/km 1,800 37/km 1,800
甲 11,100
乙 10,000

500 37/km
管内 1,100
管外 2,200 9,800 37/km

甲 3,000
乙 2,200

甲 10,900
乙  9,800

2,200 37円/㎞
または実費

2,200 10,900 37円/km
または実費

2,200 10,900

2,200 37円/㎞ 2,200 10,900 37円/㎞ 2,200 10,900

1,000 35/km 1,000 10,000 35/km 1,000 12,000

   30/km 2,000 10,000 30/km

2,000
(国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律
第178号）に規定する
休日並びに土曜日、
日曜日並びに1月2

日、3日、12月29日、
30日及び31日に、熊
本市以遠の地に日帰
りで出張をする場合
の日当は、10割増と

する。)

10,000 30/km

2,000
　(九州以外（沖縄県
を除く）に航空機を
利用する場合に支

給。国民の祝日に関
する法律（昭和23年
法律第178号）に規定
する休日並びに土曜
日、日曜日並びに1月

2日、3日、12月29
日、30日及び31日

に、日帰りで出張を
する場合の日当は、
10割増とする。）

12,000

   37/km 2,000    37/km 2,000
13,000

（大分県竹田市は、
県内とみなす）

37円/km
2,000

（東京都内は行動費
5,000円）

18,000
（大分県竹田市は、

県内とみなす）

   37/km
1,000

（阿蘇郡市全域、
大津町、山都町は

支給なし）

11,000 実費
2,600

（大分県竹田市、宮崎県
高千穂町及び五ヶ瀬町は

支給なし）

12,000

2,000 30/km 2,000 10,000

30/km
（航空券運賃の算出
はパック料金から
8,000円を控除した

額とみなす）

2,500 12,000

2,200 37/km
または実費

2,200 11,000 37/km
または実費

2,200 12,000

37/km 37/km
1,900

（宿泊を伴う場合
のみ支給）

12,000 37/km
1,900

（宿泊を伴う場合
のみ支給）

甲 13,000
乙 12,000

2,200 37/km 2,200 13,000 37/km 2,200
甲 14,000
乙 13,000

2,200 37/km 2,200 12,000 条例による 2,200
甲 13,000
乙 12,000

1,500 37/km
または実費

1,500 12,000 37/km
または実費

1,500
甲 13,000
乙 12,000

費 用 弁 償
町 村 内 町 村 外 （ 県 内 ） 町 村 外 （ 県 外 ）
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４．監査委員報酬・費用弁償調　（令和７年度当初予算）

年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額

報 酬
代 表 議 選

郡

名
町 村 名

上
益
城
郡

山 都 町 7,000 6,900

八
代
郡

氷 川 町 7,800 6,300

芦 北 町 7,900 6,100

津奈木町 8,800 6,000

錦 町 6,800 5,800

あさぎり町 12,000 5,800

多良木町 12,000 6,000

湯 前 町 12,000 5,300

水 上 村 12,000 5,800

相 良 村 7,000 5,400

五 木 村 12,000 6,000

山 江 村 10,000 5,800

球 磨 村 7,000 6,000

天
草
郡

苓 北 町 （半日4,500） 8,400 （半日4,000） 7,400

5町村 26町村 6町村 25町村

260,000 8,292 199,000 6,368

300,000 12,000 230,000 7,400

200,000 6,000 160,000 5,200最 低

葦

北

郡

町 村 数

平 均

最 高

球

磨

郡
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（単位：円）

車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料

費 用 弁 償
町 村 内 町 村 外 （ 県 内 ） 町 村 外 （ 県 外 ）

37円/km
（片道2㎞以上

で支給）
1,100 37/km

2,200
(上益城郡内、
美里町、高森町

は 1,100)

12,000 37/km
2,200

(宮崎県
五ヶ瀬町は1,100)

甲 13,000
乙 12,000

950 37/km 1,150 20,000 37/km 2,300
条例により
各県ごとに

決められている

   37/km 500 37/km 1,100 15,000 37/km 2,200
甲 19,000
乙 15,000
丙 13,000

(公用車使用の場合
1,100円支給) 500

37/km
(公用車使用の場合

1,100円支給)

2,200
甲　19,000
乙　15,000

37/km
(公用車使用の場合

1,100円支給)

2,200
甲 19,000
乙 15,000

   37/km 1,000
（4時間以内500円）

37/km 1,000
（4時間以内500円）

10,000 37/㎞ 1,000
（4時間以内500円）

13,000

37/km 1,100 37/km 2,200 10,000 37/km 2,200 12,000

   37/km 1,500 7,000 37/km 1,500 12,000 37/km
九州　1,500

九州外　2,000
九州　13,000
九州外 14,000

1,600

実費
（球磨地域

振興局管外は
1,500円、
熊本市は
3,000円を

加算）

1,600
（宿泊を伴う

場合は
1日当たり
2,000円
を加算）

実費
（10,000円を

上限とする）

実費
 （県庁所在地

3,000円
東京都及び

政令指定都市
5,000円

を加算）

1,600
（宿泊を伴う

場合は
1日当たり
2,000円

を加算）

実費
（東京都及び
政令指定都市

14,000円を
上限とする

その他
12,000円を

上限とする）

実費 1,700 実費 実費 1,800 10,000 実費 1,800
12,000

（東京都は
16,000円）

1,200 5,000
20/km
または実費

（球磨郡、人吉市
を除く）

1,200 10,000 20/km
または実費

1,200 12,000

30/km
または実費
（原則公用車

使用）

1,500～
2,100

10,000
30/km

または実費
（原則公用車

使用）

2,500～
3,100

12,000

1,700 30/km 2,000 11,000 30/km 2,200 13,000

37/km 1,000 6,000    37/km 1,000 10,000    37/km 1,000 12,000

1,000  37/km 2,000 10,300  37/km 2,000
甲 11,500
乙 10.300
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５．令和６年度監査所要日数調（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　
（１）　監査所要日数総括表

下
益
城
郡

美 里 町 1 14 1 1 12 12

玉 東 町 1 11 1 3 12 12

和 水 町 1 10 1 3 1 10 12 24

南 関 町 2 23 1 2 12 14

長 洲 町 2 31 1 2 1 16 12 34

大 津 町 1 13 1 4 1 5 12 14

菊 陽 町 1 23 12 17

南小国町 1 9 1 13 1 4 12 12

小 国 町 1 6 1 3 12 12

産 山 村 1 1 1 1 12 12

高 森 町 3 7 12 12

南阿蘇村 1 3 12 12

西 原 村 1 6 1 1 12 12

御 船 町 1 10 1 10 12 37

嘉 島 町 1 8 1 4 1 1 12 12

益 城 町 1 11 1 11 12 26

甲 佐 町 1 6 12 25

山 都 町 1 14 2 5 12 24

八
代
郡

氷 川 町 1 6 1 5 1 4 1 6 12 12

玉

名

郡

菊

池

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

回

数

日

数

日

数

郡

名

出 納 検 査

回

数

回

数

随 時
町村名

一 般 監 査

随時監査

回

数

回

数

定期監査 請願措置

　　特　　別　　監　　査 

日

数

回

数

日

数

財政的
援助団体等 例 月

日

数

議会請求

件

数

日

数

日

数

日

数

日

数

件

数

長の要求行政監査

件

数

日

数

件

数

直接請求
共同設置
機 関

日

数

件

数
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8 13 14 13 1 1 14 23 54 美 里 町

8 8 11 2 18 1 14 37 37 玉 東 町

9 5 14 5 20 5 1 6 15 44 68 和 水 町

7 10 11 2 1 1 15 19 52 南 関 町

6 3 7 1 11 1 16 24 88 長 洲 町

9 15 15 1 1 1 15 25 53 大 津 町

6 12 12 1 1 1 13 19 54 菊 陽 町

8 5 17 1 14 12 15 39 56 南小国町

7 7 13 1 2 1 14 22 30 小 国 町

7 2 13 1 1 1 14 21 18 産 山 村

7 2 11 2 21 2 15 39 25 高 森 町

7 5 17 1 1 1 1 4 1 4 13 27 30 南阿蘇村

8 8 12 1 4 12 14 24 40 西 原 村

7 10 14 1 1 1 14 22 69 御 船 町

7 19 14 1 1 1 15 22 46 嘉 島 町

6 10 14 1 13 1 14 33 60 益 城 町

5 9 8 1 1 1 13 14 42 甲 佐 町

8 11 16 1 13 1 15 37 56 山 都 町

5 7 14 1 12 1 16 31 42 氷 川 町

基金運
用状況

日

数

日

数

決 算
審 査

件

数

指定金
融機関

件

数

日

数

そ の 他

具 体 名

職員の
賠 償
責 任

日

数

住 民
請 求

件

数

日

数

町村名

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

件

数

合 計

件

数

日

数

件

数

財政健全
化法によ
る 審 査
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５．令和６年度監査所要日数調（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　
（１）　監査所要日数総括表

回

数

日

数

日

数

郡

名

出 納 検 査

回

数

回

数

随 時
町村名

一 般 監 査

随時監査

回

数

回

数

定期監査 請願措置

　　特　　別　　監　　査 

日

数

回

数

日

数

財政的
援助団体等 例 月

日

数

議会請求

件

数

日

数

日

数

日

数

日

数

件

数

長の要求行政監査

件

数

日

数

件

数

直接請求
共同設置
機 関

日

数

件

数

芦 北 町 1 20 1 3 12 12

津奈木町 1 8 12 12

錦 町 1 3 3 3 1 1 12 26

あさぎり町 1 6 12 23

多良木町 1 8 1 3 12 24

湯 前 町 1 5 12 15

水 上 村 1 4 12 12

相 良 村 1 5 1 2 1 2 12 24

五 木 村 1 1 12 12

山 江 村 1 3 12 16

球 磨 村 1 4 1 1 1 1 12 12

天
草
郡

苓 北 町 1 5 12 19

31 31 7 7 17 17 6 6 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 9.2 1.3 4.1 1.1 2.5 1.0 9.7 12.0 17.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 31 3 13 2 5 1 16 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 5 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 284 9 29 6 58 372 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(注） #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

葦

北

郡

球

磨

郡

最少・最短

町 村 数

平 均

最多・最長

１　各項目を同時に行った場合でも、所要日数をそれぞれの項目に回答。

２　各項目の監査所要日数は１日以上として回答。（例えば、監査を半日行った場合でも１日と
　する。）

３　定期監査の回数は、実施時期の回数ではなく、監査対象を全て行った場合を１回とする。

４　財政的援助団体等の監査の回数は、団体や事業の数ではなく実施時期の回数を回答。

５　随時検査は、制度としてはないが、実際に行った場合、回答。
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基金運
用状況

日

数

日

数

決 算
審 査

件

数

指定金
融機関

件

数

日

数

そ の 他

具 体 名

職員の
賠 償
責 任

日

数

住 民
請 求

件

数

日

数

町村名

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

件

数

合 計

件

数

日

数

件

数

財政健全
化法によ
る 審 査

10 7 16 7 1 1 14 27 50 芦 北 町

7 10 12 1 1 1 13 20 32 津奈木町

6 8 14 1 3 2 17 23 44 錦 町

8 4 13 1 14 1 1 1 13 36 36 あさぎり町

8 8 9 1 3 1 14 20 45 多良木町

6 5 10 1 1 1 13 17 27 湯 前 町

9 4 15 1 20 1 13 44 22 水 上 村

6 8 13 1 12 1 15 31 43 相 良 村

10 8 12 1 16 2 13 38 24 五 木 村

7 9 13 1 1 1 13 21 30 山 江 村

5 6 11 1 14 1 15 30 26 球 磨 村

11 4 15 1 20 1 13 46 30 苓 北 町

31 31 31 31 0 0 31 31 3 3 1 1 0 0 31 31 31 町村数

7.4 7.8 12.9 1.8 ‐ ‐ 7.8 1.9 1.0 3.7 1.0 4.0 - - 14.2 28.2 42.9 平均

11 19 17 13 0 0 21 12 1 6 1 4 0 0 17 46 88 最多・最長

5 2 7 1 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 13 14 18 最小・最短

0 0 228 242 400 56 0 0 243 60 3 11 1 4 0 0 440 875
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
６　決算審査の件数は、審査した決算の合計件数を回答。

７　財政健全化法による審査の件数は、審査した会計の数を回答。

該当町村なし。

（２）　実施していない理由（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　

　定期監査、財政健全化法による審査等、例月出納検査、決算審査、基金運用状況審査について
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（３）　監査所要日数詳解（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　

監査委員 会計管理者

下
益
城
郡

美 里 町 12 1.0 1 ○ ○ 14 ○ ○

玉 東 町 12 1.0 1 ○ ○ 11 ○ ○

和 水 町 24 2.0 2 ○ ○ 10 ○ ○

南 関 町 14 1.2 2 ○ ○ 23 ○ ○

長 洲 町 34 2.8 3 ○ ○ 31 ○ ○

大 津 町 14 1.2 2 ○ ○ 13 ○ ○

菊 陽 町 17 1.4 2 ○ ○ 23 ○ 〇

南小国町 12 1.0 1 ○ ○ 9 ○ ○

小 国 町 12 1.0 1 ○ ○ 6 〇 ○

産 山 村 12 1.0 1 ○ ○ 1 ○ ○

高 森 町 12 1.0 1 ○ ○ 7 ○ ○

南阿蘇村 12 1.0 1 〇 ○ 3 〇 〇

西 原 村 12 1.0 1 ○ ○ 6 ○ ○

御 船 町 37 3.1 4 ○ 〇 10 〇 ○

嘉 島 町 12 1.0 1 ○ ○ 8 ○ ○

益 城 町 26 2.2 3 ○ ○ 11 ○ ○

実 施 結 果

２ヶ月
以上分散

例 月 出 納 検 査

部課全部
実施

証拠書類
の検査

無

年 間
総 日 数

実 施 要 領

（様式の決定者）

上

益

城

郡

年 間
総 日 数

月 平 均
日 数

最 長 月
日 数

阿

蘇

郡

玉

名

郡

郡

名

調 書 の 様 式

定 期 監 査

１ヶ月
集中

菊

池

郡

町 村 名
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監査委員 会計管理者

○ 8 12 1 1 1 美 里 町

　○ 8 8 1 3 3 玉 東 町

○ 6 3 3 2 1 5 3 和 水 町

　○ 6 9 1 1 1 6 2 南 関 町

　○ 4 1 2 2 1 5 2 長 洲 町

　○ 5 14 3 1 1 11 4 大 津 町

　○ 6 12 1 1 菊 陽 町

　○ 8 5 1 13 4 南小国町

　○ 6 7 1 1 1 9 3 小 国 町

○ 7 2 1 1 1 産 山 村

　○ 7 2 高 森 町

〇 1 5 1 1 南阿蘇村

　○ 7 7 1 1 西 原 村

　○ 6 10 1 1 御 船 町

　○ 5 18 2 1 1 2 1 嘉 島 町

　○ 4 8 2 1 益 城 町

（様式の決定者）

決 算 審 査

日 数
回 数 件 数

財政的援助団体等の監査

日 数

一般･特別会計 企 業 会 計

件 数 日 数 件 数

実 施 結 果

部課一部
のみ実施

町 村 名

定 期 監 査

調 書 の 様 式

無
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（３）　監査所要日数詳解（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　

監査委員 会計管理者

実 施 結 果

２ヶ月
以上分散

例 月 出 納 検 査

部課全部
実施

証拠書類
の検査

無

年 間
総 日 数

実 施 要 領

（様式の決定者）年 間
総 日 数

月 平 均
日 数

最 長 月
日 数

郡

名

調 書 の 様 式

定 期 監 査

１ヶ月
集中

町 村 名

甲 佐 町 25 2.1 3 ○ ○ 6 ○ ○

山 都 町 24 2.0 2 ○ ○ 14 ○ ○

八
代
郡

氷 川 町 12 1.0 1 ○ ○ 6 ○ ○

芦 北 町 12 1.0 1 ○ ○ 20 ○ ○

津奈木町 12 1.0 1 ○ ○ 8 ○ ○

錦 町 26 2.2 3 ○ ○ 3 ○ ○

あさぎり町 23 1.9 2 ○ ○ 6 ○ ○

多良木町 24 2.0 2 ○ ○ 8 〇 ○

湯 前 町 15 1.3 2 ○ ○ 5 ○ ○

水 上 村 12 1.0 1 ○ ○ 4 ○ ○

相 良 村 24 2.0 2 ○ ○ 5 ○ ○

五 木 村 12 1.0 1 ○ ○ 1 ○

山 江 村 16 1.3 2 ○ ○ 3 ○ ○

球 磨 村 12 1.0 1 ○ ○ 4 ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 19 1.6 2 ○ ○ 5 ○ ○

31 31 31 31 10 20 1 31 22 9 30

17.5 1.5 1.7 9.2

37 3.1 4 31
12 1.0 1 1

最多・最長
最少・最短

町 村 数

球

磨

郡

上

益

城

郡

葦

北

郡

平 均
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監査委員 会計管理者

（様式の決定者）

決 算 審 査

日 数
回 数 件 数

財政的援助団体等の監査

日 数

一般･特別会計 企 業 会 計

件 数 日 数 件 数

実 施 結 果

部課一部
のみ実施

町 村 名

定 期 監 査

調 書 の 様 式

無

　○ 4 8 1 1 甲 佐 町

　○ 6 10 2 1 2 6 5 山 都 町

○ 4 6 1 1 1 1 4 氷 川 町

○ 9 7 1 1 1 7 3 芦 北 町

　○ 7 10 津奈木町

○ 5 7 1 1 1 2 1 錦 町

　○ 6 4 2 1 あさぎり町

○ 7 8 1 1 1 4 3 多良木町

　○ 4 4 2 1 湯 前 町

　○ 9 4 水 上 村

　○ 6 8 1 1 1 相 良 村

○ ○ 8 8 2 1 五 木 村

○ 5 9 2 1 山 江 村

　○ 5 6 1 4 1 球 磨 村

○ 11 4 苓 北 町

1 28 1 2 31 31 21 21 17 17 17 町 村 数

6.1 7.3 1.6 1.1 1.1 4.8 2.5 平 均

11 18 3 2 2 13 5 最多・最長

1 1 1 1 1 1 1 最小・最短
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６．監査委員活動日数調（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　

代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 具 体 名 代表 議選

下
益
城
郡

美 里 町 39 39 1 1 6 3 2 2
佐俣の湯・

まちづくり公社 48 45

玉 東 町 34 26 26 1 4 4 2 2 67 32

和 水 町 47 40 1 1 1 8 8 57 49

南 関 町 52 52 7 7 2 2 3 3 64 64

長 洲 町 72 65 7 6 14 6 3 9 1 108 75

大 津 町 50 48 1 1 1 4 4 2 2 58 55

菊 陽 町 52 53 10 4 1 2 2 65 59

南小国町 43 43 1 1 1 5 5 1 1 阿蘇郡総会 51 50

小 国 町 30 30 3 3 1 7 2 1 41 36

産 山 村 18 18 1 2 5 21 23

高 森 町 17 18 3 2 1 4 4 25 24

南阿蘇村 25 25 1 5 5 31 30

西 原 村 24 24 3 3 1 3 3 31 30

御 船 町 69 69 1 1 17 7 6 5 4 99 80

嘉 島 町 42 27 34 10 4 5 5 4 95 36

益 城 町 46 46 11 11 4 1 3 2 1 64 61

甲 佐 町 37 36 1 1 8 5 2 51 39

山 都 町 56 56 9 9 20 4 4 6 3 95 72

八
代
郡

氷 川 町 35 35 1 1 9 7 6 5 1 57 43

郡

名
町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

合計

(単位：日）

監査所要
日数

庶務処理
等

登庁日数 本会議

議会出席
そ の 他

委員会

視察
研修会

公共団体
等への

会合出席

上

益

城

郡

阿

蘇

郡
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６．監査委員活動日数調（令和6年4月1日～令和7年3月31日）　

代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 具 体 名 代表 議選

郡

名
町 村 名

合計

(単位：日）

監査所要
日数

庶務処理
等

登庁日数 本会議

議会出席
そ の 他

委員会

視察
研修会

公共団体
等への

会合出席

芦 北 町 43 43 5 5 3 51 48

津奈木町 30 30 4 4 34 34

錦 町 44 44 8 7 1 6 6 2 1 郡協議会総会
県協議会監事会 61 58

あさぎり町 36 35 1 3 3 4 1 1 1 決算審査講評 45 40

多良木町 45 45 4 4 5 5 8 5 6 6 監査講評、報告会 68 65

湯 前 町 26 26 5 5 1 1 郡協議会総会 32 32

水 上 村 19 19 5 5 3 3 27 27

相 良 村 39 39 2 2 1 6 6 2 50 47

五 木 村 24 24 4 4 4 県協議会理事会 32 28

山 江 村 29 29 4 6 6 2 2 郡協議会会議等 41 37

球 磨 村 24 24 1 5 5 30 29

天
草
郡

苓 北 町 26 26 4 4 2 2 2 10 7 6 1 50 40

31 31 21 19 22 1 1 1 31 31 16 13 8 7 8 31 31

37.8 36.6 6.6 3.6 4.6 － 2.0 2.0 4.8 4.4 4.1 2.4 2.4 2.0 - 53.2 44.8

72 69 34 11 20 1 2 2 10 8 9 5 6 6 - 108 80

17 18 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 - 21 23

#### #### 138 69 101 1 2 2 150 137 66 31 19 14 #### ####

球

磨

郡

葦

北

郡

町 村 数

平 均

(注）
１　各項目を同時に行った場合も、所要日数をそれぞれの項目に回答。

２　議員選出監査委員の議会出席の本会議欄は、地方自治法第１２１条による説明員として
　出席した場合のみの日数を回答。委員会欄は、監査委員として出席要求があり、出席した
　日数を回答。

３　その他の欄は、各項目のほか広く監査委員としての用務を行った日数を回答。

最 短

最 長
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６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 指 定 席 特になし

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町 ○ ○

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○

長 洲 町 ○ ○ ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○

菊 陽 町 ○ ○

南小国町 ○ ○

小 国 町 ○ ○

産 山 村 ○ 〇

高 森 町 ○ ○

南阿蘇村 ○ ○

西 原 村 ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○

錦 町 ○ ○

あさぎり町 ○ ○

多良木町 ○

湯 前 町 ○

水 上 村 ○

相 良 村 ○ ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○ ○ ○

球 磨 村 〇 ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

5 23 6 8 0 0 0 0 23 8

７．識見監査委員の各定例会本会議（令和６年度）への出席状況等調

出席要求は受けないが
慣 例 に よ り 出 席

議 場 内 の
監 査 委 員 席

議 会 か ら 出 席 要 求 を
受 け て 出 席

合 計

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

菊
池
郡

葦
北
郡

球

磨

郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡
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８．監査規程等制定の有無、監査年間計画作成等調

有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無
城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和 水 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 津 町 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南小国町 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 森 町 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○

南阿蘇村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
八

代

郡
氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

津奈木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

錦 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

五 木 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

球 磨 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
天

草

郡
苓 北 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 11 19 12 26 5 22 9 31 0 1 30 13 18

(注)　工事監査等の外部委託は、地方自治法第２５２条の２７による外部監査契約で
はなく制度としてはないが、直接請求による監査、議会の要求による監査及び定期監
査等を行うについて、監査の性質上、土木、建築等の専門的知識が必要な場合に当該
工事の調査等を民間団体等に対し外部委託している場合該当。

球

磨

郡

葦
北
郡

工事監査等
の外部委託

菊
池
郡

郡

名

阿

蘇

郡

令和 7 年度
監 査 計 画

玉

名

郡

町 村 名

合 計

監査規程 専用事務室処務規程 公印規程

上

益

城

郡

監査基準の
例規集への

掲載
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事 由 理 由

○ ○ ○ 美 里 町

○ ○ ○ 玉 東 町

○ ○ ○ 和 水 町

○ ○ ○ 南 関 町

○ 〇 ○ 長 洲 町

○ ○ ○ 大 津 町

○ ○ ○ 菊 陽 町

○ ○ ○ 南小国町

○ ○ ○ 小 国 町

○ ○ ○ 産 山 村

○ ○ ○ 高 森 町

○ ○ ○ 南阿蘇村

○ ○ ○ 西 原 村

○ ○ ○ 御 船 町

○ ○ ○ 嘉 島 町

○ ○ ○ 益 城 町

○ ○ ○ 甲 佐 町

○ 〇 ○ 山 都 町

○ ○ ○ 氷 川 町

○ ○ ○ 芦 北 町

○ ○ ○ 津奈木町

○ ○ ○ 錦 町

○ ○ 〇 あさぎり町

○ ○ ○ 多良木町

○ ○ ○ 湯 前 町

○ ○ ○ 水 上 村

○ ○ ○ 相 良 村

○ ○ ○ 五 木 村

○ ○ ○ 山 江 村

○ 〇 ○ 球 磨 村

○ ○ ○ 苓 北 町

31 0 0 0 0 31 31 合 計

町 村 名有

勧告の実施の有無（法第199条第11項）

0

無有
総務大臣が示す

指針を踏まえて

変更した監査基準

（変更箇所）

既存監査基準を
監査基準として

位置づけ

令和６年度監査計画の変更

無

監査基準制定方法

総務大臣が
示す指針と
同一の基準

監査基準の
策定無し
（理由）
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９．議会・住民に対する監査結果の報告方法調

識 見 議 選 識 見 議 選 識 見 議 選
城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○ ○

和 水 町 ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○

南小国町 ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 〇 〇 ○

南阿蘇村 〇 〇 ○

西 原 村 ○ ○ ○

御 船 町 〇 ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○

津奈木町 ○ ○ ○

錦 町 ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ 〇

五 木 村 ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○

球 磨 村 ○ ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

27 2 2 0 28 0 3 0 9 20 2 0

決 算

合 計

玉

名

郡

菊
池
郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

葦
北
郡

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

その他

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

その他 文書のみ

郡

名

球

磨

郡

町 村 名

議 会 へ の 報 告

定 期

文書のみ

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

その他 文書のみ

例 月
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(複数回答）

○ 美 里 町

○ 玉 東 町

○ 和 水 町

○ 南 関 町

○ 長 洲 町

○ ○ 大 津 町

○ ○ ○ 菊 陽 町

○ 南小国町

○ 小 国 町

〇 産 山 村

○ 高 森 町

〇 〇 〇 〇 南阿蘇村

○ 西 原 村

○ ○ 情報開示コーナー 御 船 町

○ 嘉 島 町

○ 〇 益 城 町

○ 甲 佐 町

○ 山 都 町

○ 氷 川 町

○ 芦 北 町

○ 津奈木町

○ 錦 町

○ あさぎり町

○ ○ ○ 多良木町

○ 湯 前 町

○ 水 上 村

○ 相 良 村

〇 五 木 村

○ ○ 山 江 村

○ 球 磨 村

○ 苓 北 町

7 2 23 8 1 2 合 計

その他

町 村 名

住 民 へ の 報 告

無

有

議会広報 町(村)広報 掲示板 ホームページ
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１０．議選監査委員の人選方法調

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町 ○

和 水 町 ○

南 関 町 ○

長 洲 町 ○

大 津 町 ○

菊 陽 町 ○

南小国町 ○

小 国 町 ○

産 山 村 〇

高 森 町 〇

南阿蘇村 ○

西 原 村 ○

御 船 町 ○

嘉 島 町 ○

益 城 町 ○

甲 佐 町 ○

山 都 町 ○
八
代
郡

氷 川 町 ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○

錦 町 ○

あさぎり町 ○

多良木町 ○

湯 前 町 ○

水 上 村 ○

相 良 村 ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○

球 磨 村 ○
天
草
郡

苓 北 町 ○

25 4 2

（注）監査委員の選任は長の権限であるが(地方自治法第１９６条第１項)、人選の具体的
方法を回答。

合 計

葦
北
郡

球

磨

郡

玉

名

郡

菊
池
郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

長 限 り で 決 め た
郡

名
町 村 名 議 会 に 一 任 長 と 議 会 で 相 談
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１１．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

下
益
城
郡

美 里 町 7月23日 7月23日 0 7月23日 8月19日 13 8月20日

玉 東 町 8月13日 8月19日 6 8月19日 8月30日 8 8月30日

和 水 町 7月19日 7月25日 6 8月5日 8月9日 4 8月16日

南 関 町 7月29日 7月29日 0 8月1日 8月20日 13 8月22日

長 洲 町 6月20日 8月1日 42 8月13日 8月21日 3 8月23日

大 津 町 6月24日 6月24日 0 7月4日 8月21日 13 8月23日

菊 陽 町 7月8日 7月8日 0 7月9日 8月2日 12 8月22日

南小国町 7月16日 7月17日 1 7月30日 8月28日 6 8月30日

小 国 町 6月14日 6月17日 3 6月18日 7月2日 7 8月23日

産 山 村 8月15日 8月20日 5 8月21日 8月22日 2 8月30日

高 森 町 7月31日 8月13日 13 8月13日 9月4日 23 9月4日

南阿蘇村 7月9日 7月12日 3 7月18日 7月25日 5 8月10日

西 原 村 7月1日 7月10日 9 7月10日 7月23日 5 8月7日

御 船 町 7月24日 7月24日 0 7月24日 8月7日 9 8月25日

嘉 島 町 7月11日 7月22日 11 7月22日 8月20日 19 8月21日

益 城 町 7月11日 7月12日 1 7月12日 8月6日 13 8月7日

甲 佐 町 7月11日 7月19日 8 7月19日 8月9日 9 8月16日

山 都 町 6月25日 6月27日 2 7月31日 8月13日 9 8月23日

八
代
郡

氷 川 町 6月28日 7月2日 4 7月22日 8月2日 7 8月27日

芦 北 町 7月8日 7月8日 0 7月11日 7月24日 7 8月23日

津奈木町 6月28日 6月28日 0 7月16日 7月30日 10 8月13日

決算審査意見書
を町村長に提出
し た 日 (E)実質審査日数

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

(A)から (B)
までの期間
日数( )

玉

名

郡

菊

池

郡

監 査 委 員 の 決 算 審 査
郡

名
町 村 名

会計 管理 者が
決算を町村長に
提出した日 (A)

町村長が監査
委員に決算を
送付した日(B)

終 了
(D)

開 始
(C)

葦

北

郡
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１１．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

0 28 30 ○ 9月9日 美 里 町
下
益
城
郡

0 11 30 ○ 9月18日 玉 東 町

11 22 30 ○ 9月9日 和 水 町

3 24 30 〇 9月2日 南 関 町

12 22 30 ○ 9月9日 長 洲 町

10 60 30 ○ 9月4日 大 津 町

1 45 30 ○ 9月4日 菊 陽 町

13 44 30 ○ 9月10日 南小国町

1 67 △ 60 ○ 9月9日 小 国 町

1 10 10 ○ 9月13日 産 山 村

0 22 △ 30 ○ 9月12日 高 森 町

6 29 30 ○ 9月6日 南阿蘇村

0 28 30 ○ 8月20日 西 原 村

0 35 △ 30 ○ 9月12日 御 船 町

0 30 30 ○ 9月2日 嘉 島 町

0 26 30 ○ 9月9日 益 城 町

0 28 30 ○ 9月13日 甲 佐 町

34 57 60 ○ 9月5日 山 都 町

20 56 50 ○ 9月9日 氷 川 町
八
代
郡

3 46 50 ○ 9月9日 芦 北 町

18 46 50 ○ 9月9日 津奈木町

職員が作成し
てから監査委
員 が 検 討

監 査 委 員
自 身 で 作 成

(B)から(E)ま
で条例で規定
されている日

数

(B)から(C)ま
での所要日数
（ ）

監査委員の指示
を 受 けて から
職 員 が 作 成

(B)から(E)ま
での所要日数
（ ）

決 算 が 上 程
された最初の
本 会 議

意 見 書 の 作 成 要 領

葦

北

郡

町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

郡

名
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１１．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

決算審査意見書
を町村長に提出
し た 日 (E)実質審査日数

(A)から (B)
までの期間
日数( )

監 査 委 員 の 決 算 審 査
郡

名
町 村 名

会計 管理 者が
決算を町村長に
提出した日 (A)

町村長が監査
委員に決算を
送付した日(B)

終 了
(D)

開 始
(C)

錦 町 7月4日 7月9日 5 7月22日 8月23日 9 8月23日

あさぎり町 6月28日 7月22日 24 7月23日 7月26日 4 8月23日

多良木町 6月26日 6月28日 2 7月5日 7月22日 8 8月30日

湯 前 町 7月17日 7月17日 0 7月18日 7月30日 6 8月16日

水 上 村 7月23日 7月25日 2 8月1日 8月7日 4 8月23日

相 良 村 7月18日 7月18日 0 7月22日 8月2日 8 8月16日

五 木 村 7月16日 7月24日 8 7月24日 8月20日 9 8月23日

山 江 村 7月1日 7月20日 19 7月24日 8月7日 7 8月17日

球 磨 村 7月2日 7月8日 6 7月22日 8月1日 6 8月26日

天
草
郡

苓 北 町 6月28日 6月28日 0 7月3日 8月22日 4 8月23日

平均5.8日 平均8.5日

最長42日 最長23日

最短0日 最短2日

合 計 等

(注)
１　委員の決算審査の開始とは初めて着手した日、終了とは委員が意見の最終決定
　をした日を指す。

２　(Ｂ)から（Ｅ）まで条例で規定されている日数について、条例の規定に｢ただ
　し、審査が○日以内に完了しない場合には、その旨を町（村）長に通知し当該期
　間を延長することができる。｣とある場合には△印を併記。

３　期間の日数の計算については、初日を算入しない。

球

磨

郡

 6月 9町村
 7月20町村
 8月 2町村

 6月 6町村
 7月21町村
 8月 4町村

 6月 1町村
 7月23町村
 8月 7町村

 7月 8町村
 8月22町村
 9月 1町村

 8月30町村
 9月 1町村
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１１．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

職員が作成し
てから監査委
員 が 検 討

監 査 委 員
自 身 で 作 成

(B)から(E)ま
で条例で規定
されている日

数

(B)から(C)ま
での所要日数
（ ）

監査委員の指示
を 受 けて から
職 員 が 作 成

(B)から(E)ま
での所要日数
（ ）

決 算 が 上 程
された最初の
本 会 議

意 見 書 の 作 成 要 領

町 村 名
郡

名

13 45 30 ○ 9月3日 錦 町

1 32 45 ○ 9月6日 あさぎり町

7 63 △ 50 〇 9月10日 多良木町

1 30 △ 30 ○ 9月9日 湯 前 町

7 29 30 ○ 9月13日 水 上 村

4 29 30 ○ 9月10日 相 良 村

0 30 30 〇 9月10日 五 木 村

4 28 30 ○ 9月9日 山 江 村

14 49 30 ○ 9月9日 球 磨 村

5 56 規定なし ○ 9月9日 苓 北 町
天
草
郡

平均6.1日 平均36.4日 7町村 21町村 3町村

最長34日 最長67日

最短0日 最短10日

8月 1町村
9月30町村

10日　 1
30日　19
△30日 3
60日　 1
△60日 1
45日　 1
50日　 3
△50日 1
なし   1

球

磨

郡

合 計 等
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１２．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

下

益

城

郡

美 里 町

町長
議長
教育長

農委会長

資料１：請負・委託工事に関する調書（１件100万円以上のみ）
資料２：業務委託に関する調書（１件100万円以上のみ）
資料３：職員数調書
資料４：指定管理者施設の収支状況
資料５：各種団体等会計通帳調
資料６：ＡＥＤ設置に関する調査表、各種被保険者及び給付費等調書、上下水道
加入状況等調書、町営住宅使用料内訳書、宅地及び販売調書、一時借入金調書、
基金繰替運用調書、年度末における起債残高に関する調書、入札状況調書、防災
行政無線使用料調書、奨学金貸付状況調書

玉 東 町 特になし

和 水 町 町長

経常経費と経常収支比率（％）
実質単年度収支
借入金残高と基金残高・実質公債費比率の推移
地方財政状況調査検収調書
地方財政状況調査票（市町村・一部事務組合分）等

南 関 町 町長
収入未済額調
滞納繰越集計表
不納欠損額集計表

長 洲 町 町長

決算カード
決算統計調査資料
自主依存財源年度別推移
町債の状況
繰越明許費の報告
不納欠損処分調書
滞納繰越状況調書
主要施策の成果

大 津 町 町長

決算統計資料
備品台帳
歳入調定簿
調定伝票
支出命令書
税収状況説明資料
不能欠損調書
歳入調定繰越調書
準公金管理総括表

菊 陽 町

町長
議長
教委
農委
選管

各種証憑
契約書
積算設計書・仕様書及び成果品（報告書等）
事務分掌表
備品台帳
施設台帳
財産台帳
繰越調書
単独補助

阿

蘇

郡

南小国町 町長

財政分析指標
令和５年度施策の主要事業実施状況
町税現年度分収入状況（令和５年度分）
滞納繰越分収入状況（令和４年度以前）
税目別構成現年度分比較表
町税収入の推移
令和５年度基金運用状況
令和５年度預金利子調書

玉

名

郡

菊

池

郡
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１２．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

小 国 町

町長
議長
教委
農委
選管

工事請負契約調
委託業務契約調
補助金等交付調
収入未済額調
施設管理費調
物品等購入契約調

産 山 村 村長

職員の定数と現課員数調べ
職員の配置図
各課事務分担表
村税・負担金・使用料等の滞納額調べ
委託料・工事請負費・負担金・補助金・交付金の執行状況調書
公用車運転日誌
備品台帳

高 森 町 町長

決算統計資料
財政分析指標
主要施策の成果報告
備品台帳

南阿蘇村 村長

主要施策の成果報告
決算統計資料
歳入歳出執行一覧
補助金・助成金の支出状況調べ
公金外現金状況調べ

西 原 村 村長

決算統計資料
年度別交付税交付状況
村税滞納状況資料
不能欠損処分状況
債務負担行為の状況
公用車一覧表
各契約一覧表

御 船 町

町長
教委
農委
選管

工事契約状況調
委託契約状況調
その他契約状況調
補助金・負担金・交付金執行状況調
歳入調定繰越調
歳入調定繰越書
事故繰越使用調書
繰越明許費繰越調書

嘉 島 町

町長
教委
農委
選管

積立金（基金調書）各年度の財政収支の状況
性質別歳出の状況
一般財源の状況
各四半期別収入支出一覧表
主要施策の成果
収入未済額に関する調
過年度収入に関する調
不納欠損に関する調
町債に関する調
補助金等に関する調
地方債現在高の状況調
予備費充当に関する調
予算流用調書

阿

蘇

郡

上

益

城

郡
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１２．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

益 城 町 町長

流用一覧
滞納額一覧
不納欠損関連書類一覧
財産一覧（公有財産・物品）
入札一覧
交際費一覧
住宅使用料関係資料
工事・委託等契約一覧
分担金及び負担金一覧
補助金交付団体一覧
決算統計調査資料

甲 佐 町

町長
議長
教委
農委
選管

歳入決算額の調べ
不用額調べ
予算流用調べ
予備費充用調べ
予算の繰越に関する調べ[繰越明許費]
予算の繰越に関する調べ[事故繰越し]
委託料・使用料及び賃借料調べ
工事費調べ
補助金(運営費補助金以外)
補助金調べ(運営費補助金のみ)
施設の管理状況調べ(稼働していない施設)
収納状況調べ

山 都 町

町長
議長
教委
農委
選管

成果説明書
歳入歳出別執行状況
支出原因行為決議書
補助金助成金関係書類
工事関係一覧
不納欠損関係書類

※指定の様式
歳入歳出状況
工事請負契約調
補助金・助成金等の支出状況調査
現地調査票（工事関係）

八

代

郡

氷 川 町
町長
教委

主要施策の成果調書
工事請負契約調
委託契約の状況調
備品購入及び物品購入調
流用・充用に関する調
不納欠損処分に関する調
不用額調
歳入予算の未調定額及び収入未済額調

葦

北

郡

芦 北 町
町長
議長
教委

財政状況調べ
主要施策成果説明書
個人別時間外勤務調書
予算執行状況に関する調べ
補助金（負担金）支出状況調書
不用・流用・充用額説明書

上

益

城

郡
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１２．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

町長

財政状況調査
費用流用の状況
各課所轄の委託料
工事請負費
負担金
補助金及び交付金の実績一覧表
予備費補充の一覧表
備品購入一覧表
不納欠損処分明細表
徴税・国保税滞納内訳表
滞納徴収計画書

教委

財政状況調査
費用流用の状況
委託料
工事請負費
負担金
補助金及び交付金の実績一覧表
予備費補充の一覧表
備品購入一覧表
奨学金運用状況調書
社会体育施設利用状況調書
図書館利用状況調書

農委
３，４，５条の申請件数、処理件数
農業者年金の状況

錦 町

町長
議長
教委
農委

事務分掌
歳入歳出予算の執行状況
決算統計調査資料
団体に対する補助金及び決算の状況
事務事業の実施状況及びその成果
加除式書籍の追録状況
その他決算審査に必要な書類等

あさぎり町

町長
教委
農委
選管

決算状況の推移
財政の主な指数等の推移
科目別歳入決算の状況
保育所措置費・使用料保護者負担金の収納状況
公営住宅使用料の収納状況
町税の収納状況
過去５年間における町税の収納状況
教育・保育給付費の負担区分別負担額の推移
町債の状況
債務負担行為による借り入れの状況
目的別歳出決算の状況
性質別歳出決算の状況の推移
過去５年間における歳出決算の推移
基金の状況
子ども医療費助成受給者数の推移
子ども医療費助成額の推移
鍼灸施療費助成の推移
主要工事一覧表
補助金交付調書
主要な施策の成果説明書
不用額調書

津奈木町

葦

北

郡

球

磨

郡
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１２．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

多良木町

町長
議長
教委
農委

決算書
食糧費調書
工事関係契約一覧表
公用車輌等の稼動状況調書
各施設等の年間利用実績表
普通財産管理状況一覧表
物品出納計算書

水 上 村

村長
教委
農委
各委

負担金・使用料等の徴収状況調書
収入未済額調書
不用額調書
工事請負費・委託料一覧表
補助金支出調書
各種事業一覧表

相 良 村

村長
議長
教委
農委

職員担当業務一覧
主要施策・事業成果説明書
請負工事・業務委託契約状況調べ
随意契約理由書
補助金交付調書
物品（備品）購入状況一覧表
所轄業務における懸案事項及び今後の課題等
一般会計・特別会計に係る資料
不納欠損額調書（村税・国民健康保険税・介護保険料）
歳計外現金に係る資料
奨学金に係る資料
時間外手当の支給状況

五 木 村
村長
教委

決算統計資料
歳入調定簿
収入及び調定伝票
課別不用額調書
不納欠損額調書
滞納内訳調書（村税、国保税、各種使用料等）
各種契約書
備品台帳
補助金など交付金実績書類
各種委託料および補助金・助成金事業調書など

山 江 村

村長
議長
教委
農委
選管

預金及び国債の残高証明書（３月末・５月末）
財政状況調査資料
事業報告書
公共工事入札結果一覧表
契約状況調査
助成・補助団体の決算書

≪決算全体に係るもの≫予算台帳、予算繰越しに関する書類、歳入歳出予算執行
整理簿、歳入・歳出金更正関係書類、予算の充用・流用に係る書類、起債台帳、
決算の分析／推移
≪歳入に関するもの≫調定・収納に関する帳票／台帳、収入科目・税目ごとの収
入実績（年度ごとの推移）、滞納額の年度推移、科目ごとの滞納者一覧表（税、
使用料、手数料、分担金、返還金、貸付金など）、滞納整理に係る帳簿類、滞納
処分の手続き書類(差し押さえ、執行停止・不納欠損・免除など)
≪歳出に関するもの≫決算書説明項目ごとの実績又は成果の一覧表（年度ごとの
推移）、入札(見積もり)に係る書類、契約に係る書類及び契約一覧表、時間外勤
務・出張に係る支出関係書類
≪財産に関するもの≫公有財産(不動産、備品、その他)台帳、財産管理(貸し付
け、使用許可)台帳、財産の増減(取得・処分)又は異動に関する書類
≪基金・貸付金に関するもの≫基金・貸付金の台帳、貸付け等決定に関する書
類、収入・支出の帳票及び証ひょう、運用状況及び実績（年度推移）、滞納一覧
（年度推移）及び滞納整理に関する帳簿類
≪補助金に関するもの≫補助金一覧表

町長
議長
教委
農委

湯 前 町
球

磨

郡
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１２．令和５年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

球

磨

郡

球 磨 村
村長
教委
農委

主要施策の成果報告書

天

草

郡

苓 北 町
町長
教委
農委

【歳入】
（１）決算書における照会事項調書
【歳出】
（１）決算書における照会事項調書
（２）令和５年度で実施した重点的な取り組み事業及び新規取り組み事業につい
ての調書
［重点的な取り組み事業］
　①デジタル化の推進による行政サービス・教育環境の向上につながる施策
　②新型コロナウイルス感染症にかかる施策
　③子育て支援・高齢者支援の充実及び健康づくりの推進に係る施策
　④歴史・観光資源を活用した関係人口・交流人口の創出・拡大につながる施策
　⑤町民を守るための安心・安全につながる防災施策
　⑥地域を支える基盤産業の振興に係る施策
【その他】
（１）昨年度の「決算審査」での指摘事項調書
（２）基金、地方債残高についての調書
（３）各特別会計の運用状況についての調書

○企画政策課提出書類
性質別歳出の状況、実質公債費比率の状況、年度別財政収支の状況、経常収支比
率の状況、予算流用・予備費充用調書（目間、節間における人件費間、物件費間
の流用の資料提出不要）、令和５年度起債対策事業

(注)
１　一般会計歳入歳出決算審査にあたって執行当局(町(村)長　教委　農委　選管　その他)に対し
　て要求した決算審査資料名を回答。

２　執行部側各課（総務課　税務課等）に対するものは　相手方は「町（村）長」に統一。

３　資料名には　「決算書」及び法（第２３３条）　法施行令（第１６６条）に基づき「決算事項
　別明細書」　「実質収支に関する調書」　「財産に関する調書」等審査が義務付けられているも
　のを除き、それ以外に監査委員が要求した資料を回答。
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１３．令和６年度監査活動実績調 (令和6年4月～令和7年3月)

郡 町 村 名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算 決 算

（一般・特別）

定 期 決 算

援 助 （一般・特別）

（ぷらっと 他2）

決 算 住 民 請 求

( 一 般 ・ 特 別
・病院・水道）

援 助

（商工会　他4）

定 期

行 政

定 期 決 算
(一般・特別・下水道)

随 時 随 時 定 期 定 期 決 算
（法第252条の４②協議会
の規約に基づく監査）

（法第252条の４②協議
会の規約に基づく監査）

（一般・特別・公営
（水道・下水道））

随 時
（法第252条の４②協議
会の規約に基づく監査）

援 助 決 算 決 算 定 期

（町地域組織活動
クラブ　他10）

（一般・特別・工水・
　　　下水道・農集）

(一般・特別)

決 算 決 算

（一般・特別・水道） （一般・特別・水道）

援 助 決 算

（商工会　他12） （一般・特別）

決 算 決 算 援 助

（一般・特別） （ 一 般 ・ 公 営
（ 水 道 ） ）

（学びやの里）

援 助

（商工会 他7）

援 助 決 算

（社会福祉法人） （一般・特別）

定 期 定 期 決 算

（一般・特別）

住 民 請 求 住 民 請 求 決 算 賠 償 請 求

（一般・特別・水道）

住 民 請 求

決 算

（一般、特別、企業）

阿

蘇

郡

下

益

城

郡

玉

名

郡

（一般・特別）

菊

池

郡

美 里 町

大 津 町

菊 陽 町

小 国 町

玉 東 町

和 水 町

南阿蘇村

高 森 町

南小国町

産 山 村

南 関 町

長 洲 町

西 原 村
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１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 町 村 名

定 期 定 期

援 助 援 助

（指定管理者施設
　　　　　　他1）

（指定管理者施設
　　　　　　他1）

定 期 定 期

行 政 行 政

住 民 請 求

援 助 定 期 定 期

（タクシー料金
助 成 金 他 5 ）

随 時 随 時 定 期 定 期
（法第252条の４②協議
会の規約に基づく監査）

（法第252条の４②協議
会の規約に基づく監査） 随 時

定 期 定 期

定 期 定 期 定 期

定 期 定 期

定 期

定 期

（一般・特別）

定 期 定 期 定 期

賠 償 請 求 定 期

賠 償 請 求

定 期 随 時 随 時

（小・中学校備品） （ 役 場 備 品 ）

（法第252条の４②協議
会の規約に基づく監査）

西 原 村

高 森 町

大 津 町

菊 陽 町

南小国町

小 国 町

産 山 村

美 里 町

玉 東 町

和 水 町

南 関 町

長 洲 町

南阿蘇村
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１３．令和６年度監査活動実績調 (令和6年4月～令和7年3月)

郡 町 村 名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別・水道）

随 時 決 算 決 算

（委託・工事） （一般・特別・水道） （一般・特別・水道）

決 算 決 算
（一般・特別・水道・下水道） （一般・特別・水道・下水道）

決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別・水道）

援 助 援 助 決 算
（指定管理施設 3団体） （指定管理施設） （一般・特別・公営）

決 算 決 算

（特別・公営） （一般・特別・公営）

随 時 援 助 決 算
（町及び学校備品） （商工会、太鼓保存会

他 ）

定 期 援 助
（ 農 協 他 6 ）

決 算
（一般・特別・
           水道会計）

決 算

（一般・特別）

決 算 決 算 随 時

（ 水 道 ） （一般・特別） （学校備品）

決 算
（一般・特別・
水道・下水道）

援 助
（多良木音楽祭実行

委員会　他4）

決 算
（一般・特別・水道）

決 算
（一般・特別・企業）

決 算

（一般・特別）

決 算 随 時

（一般・特別） （学校備品）

決 算 決 算

（一般、特別、
簡 水 、 農 集 ）

（一般、特別、
簡 水 、 農 集 ）

決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別）

葦

北

郡

芦 北 町

津奈木町

上

益

城

郡

八
代
郡

甲 佐 町

御 船 町

湯 前 町

益 城 町

嘉 島 町

錦 町

多良木町

氷 川 町

山 都 町

相 良 村

五 木 村

あさぎり町

水 上 村

山 江 村

球

磨

郡
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１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 町 村 名

定 期

行 政

定 期

補 助
（商工会 他１）

定 期 定 期

行 政 行 政

定 期 定 期

定 期 定 期 定 期 定 期

援 助
（シルバー人材センター）

定 期

定 期 定 期 定 期

定 期

定 期 定 期 随 時

随 時 （消防団備品）

（庁舎備品）

援 助
（観光協会　他1）

定 期 住 民 請 求

定 期

定 期

定 期

定 期 援 助
（農林振興補助団体）

定 期

定 期

湯 前 町

山 都 町

嘉 島 町

益 城 町

甲 佐 町

五 木 村

氷 川 町

芦 北 町

津奈木町

あさぎり町

多良木町

錦 町

水 上 村

相 良 村

山江村

御 船 町
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１３．令和６年度監査活動実績調 (令和6年4月～令和7年3月)

郡 町 村 名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

補 助 決 算
(シルバー人材センター
　　　　　　　　他3）

（一般・特別）

決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別）

※下記のとおり略して回答

○定期監査（１９９条④）・・・定期　

○行政監査（１９９条②）・・・行政

○財政援助団体等監査（１９９条⑦）・・・援助(農協、商工会、△△組合)または援助(体育協会ほか５団体)

○随時監査（１９９条⑤）・・・随時(学校備品、建設課工事)

○決算審査（２３３条）・・・決算(一般、特別、水道)　

○賠償責任監査(２４３条の２③等)・・・賠償監査　

○指定金融機関監査(２３５条の２②等)・・・金融監査

○住民監査請求（２４２条）・・・住民請求　

○町村長要求監査(１９９条⑥)・・・長要求

○議会請求監査（９８条②）・・・議会請求　　

◯直接請求監査（７５条）・・・直接請求

天
草
郡

苓 北 町

球 磨 村

球

磨

郡
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１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 町 村 名

定 期

随 時

（ 学 校 ）

定 期 定 期
苓 北 町

球 磨 村
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１４．令和６年度監査計画と実績

城
郡

下
益 美 里 町 R6.4.1 ○

玉 東 町 R6.3.25 ○

和 水 町 R6.4.3 ○

南 関 町 R6.4.1 ○

長 洲 町 R6.4.13 ○
第2回定期監査を11月としていたが、監査委員の私傷病
により延期した。

大 津 町 R6.4.15 ○

菊 陽 町 R6.4.1 〇

南小国町 R6.4.1 〇

小 国 町 R6.4.1 ○

産 山 村 R6.4.26 ○

高 森 町 R6.4.22 ○

南阿蘇村 R6.3.22 ○

西 原 村 R6.4.1 ○

御 船 町 R6.4.1 ○

嘉 島 町 R6.4.1 ○

益 城 町 R6.4.1 ○

甲 佐 町 R6.4.1 ○

山 都 町 R6.4.1 ○
八
代
郡

氷 川 町 R6.4.1 ○

芦 北 町 R6.4.1 〇

津奈木町 R6.4.1 〇

錦 町 R6.3.31 ○

あさぎり町 R6.3.19 〇
例月監査を2日間で予定しているが、3月定例会時と日程
が重なり1日間しか取れないことがあった。

多良木町 R6.3.26 ○

湯 前 町 R6.2.15 ○

水 上 村 R6.4.1 ○

相 良 村 R6.3.14 ○

五 木 村 R6.3.31 ○

山 江 村 R6.4.1 〇

球 磨 村 R6.3.14 ○
天
草
郡

苓 北 町 R6.4.1 ○

29 2 2合 計

球

磨

郡

葦
北
郡

菊
池
郡

計 画 ど お り 実 施 で き な か っ た 理 由

上

益

城

郡

町 村 名
監査計画策定
年 月 日

計画と実績の比較

阿

蘇

郡

玉

名

郡

計画どお
り 実 施
で き た

計画どおり
実施できな
か っ た

郡

名
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１５．監査指摘事項の履行確保のための措置調
(複数回答）

城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○ ○

玉 東 町 〇 〇

和 水 町 〇 ○ 〇 〇

南 関 町 ○ ○ ○

長 洲 町 ○ 〇

大 津 町 ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○

南小国町 ○

小 国 町 ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 ○ ○
指摘事項につい
て、文書で各課局
長宛てに通知して
改善を求めている

南阿蘇村 ○

西 原 村 ○

御 船 町 ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ 〇

芦 北 町 ○

津奈木町 ○ ○ ○

錦 町 ○ 〇 ○ 〇

あさぎり町 ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○ ○

球 磨 村 ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○ ○

23 12 26 21 1 0合 計

球

磨

郡

郡

名
町 村 名

その他の
措 置

阿

蘇

郡

葦
北
郡

上

益

城

郡

玉

名

郡

菊
池
郡

特になし
次 の 監 査
の 際 確 認 文書で改善措置につい

て回答を求めている

そ の 都 度

関係課長・係を集めて
口頭で直接指摘している

町村長・会計管理者に
直接申し入れている
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

建設課
当初、住宅用地として購入された大窪字坂口９８—１他３
筆について、放置されている。今後、具体的な施策の検
討に努められたい。

〇

総務課

紙文書などが電子化されるとともに決裁もシステム上で
行われ、一気にデジタル化が進んでいる。関係例規の整
備を的確に行うとともに、データの保存や決裁の確認が
目視できるよう、適正な執行に努められたい。

○

岩田建設
株式会社

（指定管理者施設）

管理敷地内の草地の整備が不十分な部分が見られた。
キャンプ場付近及び敷地内に野生動物も出没しており、
利用者の安全面からも、周辺にひそみ場を作らないよう
に対応されたい。

〇

上下水道課

合併処理浄化槽流末整備工事は生活排水処理対策として
必要な工事であり、現在は個人・企業を問わず全て町の
負担で行われている。今後、中央北地区水道事業の進捗
により、大規模開発も想定される。負担基準の明確化を
検討されたい。

〇

学校教育課

学校施設の老朽化により修理箇所が増えている状況にあ
る。各学校の総点検を建設課と打合せたうえで早期に行
い、緊急性・危険性のある箇所の改修を着実に進められ
たい。

〇

学校教育課
学校施設長寿命化計画では中央小学校においてⅮ評価と
なった部位が示されている。早急に対応し安心・安全な
学校づくりに努められたい。

○

総務課

補助金の支出根拠について
補助金については支出根拠がないまま支出がなされてい
るケースが一部に見受けられる。早急に支出根拠を作成
するよう求める。

〇

福祉課

重度心身障がい者医療費助成に係る申請について
上記申請については、福祉課窓口に直接または郵送にて
申請されていると思うが、請求書の日付が空欄で提出さ
れている。確認のためのレセプトが２か月程度かかるた
め、便宜上その形となっていることは承知しているが、
受益者へ周知を丁寧にしたうえで（案内文の配布等）、
請求書の日付けについては、必ず記入していただくこと
をお願いしたい。
また、財務処理上は、レセプト到着日に受付印を押印
し、その日を請求日とみなすことにしたらどうかなど検
討していただきたい。

〇

保険こども課

ふれあいの丘施設長寿命化計画について
令和5年度において長寿命化計画が策定され改修箇所の緊
急性・概算金額等の把握ができたと思われる。今後は財
政部門とも協議しながら方向性も併せて検討すべきであ
る。また、想定外の緊急性を要する修繕も予想されるの
で、修繕費の増額も必要であると考える。

〇

建設課 例規集に掲載されていない要綱等の管理について ○

産業振興課
補助金交付団体への補助金について
補助金については、支出根拠がないまま実行されている
ため、早急に要綱等を作成すべきと考える。

〇

税務課 納品書や請求書の日付及び遅延について 〇

町民生活課

医療費の還付金について
手続き変更により国保連から直接受けられることも可能
で移行する人も多くなってきたと聞いているが、まだ直
接町民生活課窓口に来れ申請される人も多い中、請求書
そのものの日付が空欄で提出されている。確認のためレ
セプトが２か月程度かかるため、便宜上その形となって
いることは承知しているが、受益者へ周知を丁寧にした
うえで（案内文の配布等）、請求書の日付けについて
は、必ず記入していただくことをお願いしたい。
また、財務処理上は、レセプト到着日を請求書に押印
し、その日を請求日とみなすことにしたらどうかなど検
討していただきたい。

〇

農業委員会 現地調査支援システムの複数年契約について 〇

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

玉 東 町

美 里 町

下

益

城

郡

玉

名

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

総務課
各行政区の自主防災組織の機能、町との連携強化につい
て

〇

福祉課 介護保険料の滞納対策強化について 〇

学校教育課 学校給食調理員の不足について 〇

会計室 長期間活用されていない基金の有効活用について 〇

全課
コロナ禍では交付を受けていた補助金等が削減されるな
ど厳しい財政運営となったが、事業および予算執行につ
いては、概ね良好な事務処理がなされていた。

〇

全課
決算見込額を精査し、倹約に努め、不用額の減少に努め
るよう指導した。

〇

全課
施設の管理、帳簿類は概ね良好であったが、建物や備品
等の老朽化が進み、早急な補修・改修を要するものが増
加している。

〇

住民環境課 し尿汲取り手数料の滞納対策及び滞納事務整理の促進 〇

税務課 税全般の滞納対策及び滞納整理事務の促進 〇

水道課 水道料金の滞納対策及び滞納整理事務の促進 〇

下水道課 下水道使用料の滞納対策及び滞納整理事務の促進 ○

福祉保健介護課
後期高齢者医療保険料の滞納対策及び滞納整理事務の促
進

〇

建設課 町営住宅使用料の滞納対策及び滞納整理事務の促進 〇

福祉保健介護課 契約締結起案文書と契約書の記載内容が違う 〇

総務課 廃棄処理された備品が台帳に反映されていない 〇

総務課 普通財産借受申請書の申請日、決裁欄に押印漏れ 〇

総務課 契約締結起案文書と契約書の記載内容が違う 〇

大 津 町 全課
契約事務の適正化の観点からも契約事務の手引きや随意
契約の理由の具体的事例を示す指針などを整備・改善
し、契約事務の適正化に取り組むべきである。

〇

使用料徴収等
に係る釣銭用
の現金管理に

ついて

・釣銭用の現金を管理できるよう、速やかに財務規則を
整備すること。
・現金の受け渡し、両替の方法、清算手続等について運
用細目を整備すること。

〇

資金前渡によ
る現金が不足
した場合の精
算について

・資金前渡を準備する場合は、現場で不足することのな
いように準備すること。
・前渡金が不足し、立替払いを行った場合でも、さらに
資金前渡の手続きにより還付することはできない。

〇

事務分掌
十分な職員数が確保できていない部署もあることから、
今後もDXを推進するとともに、職員の育成と確保に努め
ていただきたい。

〇

補助金の
執行状況

執行率の低い補助や支出がないものについては担当課に
おいて現状を把握し、検証や予算の再編を進めてもらい
たい。

〇

収入状況

調定について歳入が見込めるものは当初から計上すべき
であり、収入があるにもかかわらず調定が未計上であっ
たり、調定額よりも収入済額が多い科目が依然として見
受けられた。

〇

工事・委託関係

委託料については、各課・局で様々な業務委託がなされ
ており、委託料の算定方法や委託先の選定方法、委託契
約の方法及びその内容は適正であるか、また随意契約の
適用条項が適正であるか改めて検討願いたい。

〇

学校関係

いずれの施設も、耐震化はなされているものの、今後も
老朽化・長寿命化対策は必要になってくるといえる。教
育の更なる充実のためにも、優先順位をつけ、施設の計
画的な改修を進めていただきたい。

〇

小 国 町 特になし

産 山 村 全課
歳入状況について予算額と大きく異差があるところにつ
いては、歳入調停と差が無いよう補正等により調整いた
だきたい。

〇

南小国町

玉

名

郡

南 関 町

長 洲 町

菊 陽 町

和水町

菊

池

郡

阿

蘇

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

全課
工事、委託、物品購入の随意契約については、その性質
や理由を明確化し根拠のある契約に心掛けていただきた
い。

〇

全課
各種団体への補助金について事業完了前に交付するもの
は、概算払いにて交付し完了後に実績報告により精算す
ること。

〇

全課
当初予算から予算化され、執行率の低いものについて
は、早めに事業に着手いただき繰越にならないよう努め
ていただきたい。

〇

高 森 町 特になし

南阿蘇村 特になし

西 原 村 特になし

御 船 町 全課
収入支出命令書の不備とチェック体制を強化。計画的な
予算の執行。

〇

嘉 島 町 特になし

職員の時間外
勤務状況に
ついて

特定の部署・業務では長時間勤務が解消されていない状
況が顕在化してきた。業務特有の時期的なものもあれ
ば、組織体制の検討が必要と思われるものもある。これ
まで時間外勤務削減には多くの対策を講じてこられた
が、町行政の機能確保のために、職員の心身の健康維
持・管理・指導へのさらなる努力と業務改善・職場環境
づくりの取り組みを実施されたい。

〇

備品等の管理
状況について

備品台帳上での配置場所名が旧組織名称のままのものや
不詳のものなど、記載事項の不備が未だに見受けられ、
また、すでに廃棄されている備品の抹消漏れなどもある
のはこれまでの指摘どおりであるが、件数的には改善の
取り組みにより減少している対応を検討いただきたい。

〇

町補助金等
交付規則及び
各交付要項等

に基づいた適正
な事務処理
について

補助金の交付については、規定に基づき交付するもので
あるが、現状の執行事務において、法令の解釈等が適正
でないものが見受けられる。職員の法制執務能力の向上
を図り、公正適切な執行に努められたい。

〇

補助金による
農機具等導入後
の管理体制に

関する事後指導
等について

農機具の導入については、甲佐町農機具導入事業補助金
交付要綱に基づき、適正に執行されていると思料するも
のの、導入後の管理については一部不適切な管理が見受
けられる。要綱の中に導入後の適切な管理について規定
する必要があるのではないか。

〇

医療費抑制
のための

対策に係る
3課連携
について

住民生活課・福祉課・健康推進課の3課において、密な連
携を図るとともに、創意工夫による適正な運動の動機付
けや、介護予防教室等との連携などを検討しながら、医
療費の抑制に努めていただきたい。

〇

総務課
（人事給与係）

旅費規程について、近年の物価高騰等に伴い、出張にお
ける宿泊費が値上がりし、現在の旅費規程の宿泊費では
不足している。職員の負担軽減と適切な旅費の支給のた
め、早急に旅費規定の見直しを検討していただきたい。
また、県外出張時の諸費について、使用車及び公共交通
機関医療の場合は2,200円、公用車利用の場合は1,100円
となっているが、職員の運転の負担を慮ると公用車の利
用も2,200円に統一してはいかがか。

〇

生涯学習課
総務課

（総務係）

課で所管している各種団体が多く、職員も対応に追われ
いている様子であるが、形骸化している団体も見受けら
れるので、存続が必要かの見直し・検討をお願いする。

○

産 山 村

阿

蘇

郡

益 城 町

甲 佐 町

山 都 町

上

益

城

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

上

益

城

郡

山 都 町
総務課

（財政係）

地方公共団体から各団体へ補助金等の交付ができるの
は、その公益上必要があると認められる場合に限られ
る。交付の目的や趣旨、経過及び効果、対象となる事業
の目的、性質及び状況等について、総合的に判断したう
えで交付する必要がある。各部署において、町が交付し
た補助金や助成金が適切に使われているか、他部署から
類似している補助金等が交付されていないかなど、申請
書類や実績報告書等を十分に吟味して交付されたい。ま
た、翌年度への繰越額が助成額を超過する団体について
は、助成額について団体と協議されたい。

〇

共通事項

年次有給休暇の取得数が少ない職員が見られた。
働き方改革関連法案の施行に伴い改正された労働基準法
では年４日の年次有給休暇の取得が義務付けられてい
る。公務員においても、同等又はそれ以上に取得できる
職場環境の構築と、確実な取得のための計画的な取得の
指導を行っていただきたい。
また、休暇取得日数が少ない場合には、その要因を分析
し、業務の効率化や再配分など適切な対策に取り組んで
いただきたい。

○

共通事項

庁用自動車の庁用自動車運転管理簿について、走行距離
の誤記や給油の記録漏れが確認された。
さらに、聴き取りによると、半数以上の所属において、
燃料代の支出命令の際に請求内容が審査されていないこ
とがわかった。請求書と管理簿等の給油の記録とを突
合・検収し、適正な支出事務を行っていただきたい。
管理者は氷川町庁用自動車管理規則第２条の規定により
自動車を管理し、運転手は同第４条に規定された厳守事
項に則り自動車の適切な使用と事故防止に努めていただ
きたい。また、自動車の清掃に心掛けていただきたい。

○

企画財政課

土地売買等に関する契約書で、企画財政課で保管してい
る契約書の写しに収入印紙の貼付漏れ及び契印漏れがあ
る。原本（建設下水道課保管）には貼付及び契印は適切
に処理されていて、企画財政課においても正当な契約書
の写しを保管するのが望ましい。

○

生涯学習課
学校教育課

委託契約書に印紙のないものがあった。書類検査をしっ
かりお願いしたい。

〇

芦 北 町 特になし

全課

準公金の取扱いについては、令和５年度の定期監査にお
いて指摘しているが、原則、対象である団体等が管理す
べきである。不祥事防止はもちろんのこと、団体によっ
ては、支出の透明化が図られないのではないか。公金に
準じ取り扱うことを前提に、経理内容を確実にチェック
することが肝要である。

○

全課

町が管理する公共施設の維持管理については、令和５年
度の定期監査でも指摘したところであるが、引き続き定
期的に巡回や点検、清掃・除草作業を行うことで、施設
の景観・環境整備の維持に努められたい。

○

全課

第１０期津奈木町振興計画は、「人と自然、アートがつ
なぐ　希望をもって住めるまち」をキャッチフレーズに
策定されたが、住民福祉の向上に寄与できるものである
ことを望む。

○

住民課

町税の徴収については、 現年分 49.8％、 滞納繰越分
4.9％の徴収実績である 。 滞納がある者に対しては、速
やかに法的措置をとるのが定石であるが、滞納整理のノ
ウハウを研修等で会得したものでなければ、容易には実
施できない。そこで人材の育成が急務である。速やかに
実施されたい。安易に不納欠損するのでなく、関係法令
に則った不断の債権回収行為があってのことであり、一
層の努力をお願いする 。

〇

ほけん福祉課

国民健康保険事業特別会計については、令和１２年度に
県に統一される予定であり、試算によると各世帯の負担
増が予想される。スムーズに移管できるよう、２年ごと
の見直しを実施中である旨、周知を図られたい。

○

葦

北

郡

津奈木町

氷 川 町

八

代

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

全課

昨今の職員による不適切な事務処理に関し令和４年度か
ら６年度における 職員研修実績について資料を求め、職
員96名に対し３年間一度も研修を受講していない職員が
37名おり、率にすると約39の職員が自らのスキルアップ
等に繋がる研修の機会を逃していることにほかならず、
このような状況であることから不適切な事務処理に繋が
る要因のひとつではないかと考える。このことから総務
課主導により 毎年度はじめに職員個々の勤務年数及び業
務内容等に配慮した研修を行い、職員全体のスキルアッ
プに繋がる 研修計画 をお願いしたい。

○

教育振興課

学校給食運営委員会の会計の取り扱いについては、給食
費全額補助を実施していることから、公会計への移行を
決算審査時に指摘したが、未だ準備も進められていな
い。会計システム導入等もあるので、早急に、総務課及
び出納室と協議の上、公会計への移行準備を進められた
い。

○

保険政策課
健康増進課

国保医療費において毎年、糖尿病及び慢性腎不全が１、
２位を占めており、国保財政に大きな影響を与える慢性
腎不全の診療費割合については令和５年度において熊本
県で1位の状況である。保健予防事業の効果等を検証さ
れ、対策を講じられたい。また、町民の健康づくりは、
町民の意識づくりでもある。健康に対する意識調査実施
等も検討されたい。

○

総務課
（消防団）

①分団運営助成金実績報告書
②備品台帳整理

〇

生活福祉課
①デマンド交通の利用者登録増
②しらがね寮譲渡

〇

高齢福祉課
①老人クラブ補助金
②シルバー人材センター事務所の利用

〇

教育課

①文化協会補助金決算書の様式変更
②伝統芸能保存承継費補助金の監査
③みどりの少年団補助金の申請時期
④あさぎり中備品管理

〇

企画政策課
①まちづくり運動支援事業補助金の推進
②A LOT利用料金収納方法

〇

農林振興課

①有害鳥獣駆除事業補助金実績報告書（5地区）の内容が
全部同一はありえない。監査が必要。
②鳥獣捕獲事業収入申告促進
③もみじ館利用

〇

多良木町 特になし

補助金の
運用について

農業機械導入補助事業において、申請時に要項に基づき
審査しているとのことであったが、審査結果が不明であ
るので、申請書の様式をチェック表代わりにできるよう
改善されたい。

○

契約について

インターネットを利用した物品の購入がされているが、
どのような場合に可能とするのか基準等が示されていな
いため、金額基準等の明確な指針を設けるなど検討され
たい。

○

契約について

生活支援コーディネーター業務委託において、実績書の
提出、委託料支払いが契約書どおりとなっていなかっ
た。実績書の提出は受託者側の責任でがあるが、町から
も催促をし、確認後支払いするなど、契約を遵守するよ
う努められたい。

○

契約について
物品の購入において、備品と消耗品の区分が部署によっ
て異なることがないよう、明確な基準をもって全庁統一
の運用をされたい。

○

担当課
市房山キャンプ利用者にアンケートを取り、狙ったター
ゲット層に刺さる広報につながるよう統計分析をされる
のはどうか。

〇

担当課
団員報酬・費用弁償等の支給については、消防庁が定め
た「非常勤消防団員の報酬等の基準」に基づき、団及び
分団を経由せず団員個人に直接支給すべきではないか。

〇

あさぎり町

球

磨

郡

水 上 村

錦 町

湯 前 町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

担当課
義務教育学校移行に伴う不要備品の処分については、所
管替えや住民若しくは法人等への公売など、可能な限り
再利用または換価できる方法を検討されたい。

〇

担当課

義務教育学校移行に伴い引き継がれた寄贈分図書カード
の管理状況については、管理簿等を作成し、不適切な利
用など疑念を抱かれることのないようにすべきではない
か。　桑原先生

〇

担当課

学校及び保育所のさすまたについて、令和７年度に追加
購入の予定と伺ったが、施設一体型義務教育学校への移
行に伴い、再配置後の余剰分を所管替えすることで対応
可能ではないか。

〇

総務課

①人口減少の取組みの中で、子育て世帯、中堅所得者向
けの公営住宅の建設計画がなされ、令和６年度に造成の
設計に入り、令和７年度に建築工事に着工する計画との
説明を受けた。その計画に沿って着実に実行されたい。
②昭和２６年建築の深水団地に３世帯入居されている
が、危険性が高い団地から転居してもらうための支援施
策を検討していただきたい。
③令和６年度の主要事業の中で、豪雨災害に備え避難地
を整備することになり、当初の計画からは遅れている
が、避難路の道路改良工事も含め、建築工事の実施によ
り整備がなされることは、住民にとって住みやすい相良
村に資することであるので、早期完了を図っていただき
たい。

○

税務課

①村税の収納状況については、昨年の収納率に比べ、今
年度は９月末時点で、村民税6.1％減、内訳として個人
7.0％減となっている。未納者に対し、催告通知、電話催
告後の隣戸訪問による徴収に努めていただきたい。

〇

保健福祉課

①高齢者人口が増える中、後期高齢者の医療、健康診査
の実施に被保険者への周知徹底と、受診率の向上に努力
していることは理解できた。今後の対策として熊本県後
期高齢者医療広域連合と連携し、重症化予防のための訪
問に力を入れていただきたい。

〇

企画商工課
①温泉施設茶湯里については、施設の老朽化に伴う維持
管理の増加対策として、全体的な施設の点検を行い、全
面的な改修を計画的に対処していただきたい。

〇

建設課

①簡易水道、農業集落排水については、公営企業法の適
用に伴い、条例改正、システムの導入実施となり、担当
職員も責任の重さが広がってきたと思われる。順調な滑
り出しで来年度に移行していただきたい。
②簡易水道、農業集落排水使用料の徴収については、綿
密な徴収計画を立てられたので、その計画に沿って実施
していただきたい。

〇

教育委員会

①主要事業として、数年前から小・中学校のトイレを和
式から洋式へと改修が進められてきたが、体育館、多目
的室横のトイレ、職員用トイレを除き完了した。児童、
生徒の衛生環境を改善されたことは望ましいことであ
る。今後の改修箇所については、来年度に一度に予算化
できないか検討されたい。
②要保護及び準要保護児童、生徒への就学援助費等の現
金支給を口座振込みにできないか検討されたい。
③主要事業の今後の課題として、生涯学習センターの維
持管理について、廃止も含め、施設の見直し等に運営委
員会を設置するようになっているが、未設置とのことで
あるので早急に設置されたい。

〇

会計室

①従来の会計窓口出納業務等は会計室職員２人体制で
あったが、９月から会計管理者と会計室職員１人とな
り、必要に応じて税務課職員が兼務し対応している。窓
口業務は公金を扱う重要業務であり、安心して業務を行
えるような体制を考慮されたい。

〇

五 木 村 入札について
これまでは落札業者のみ提出していた見積書を入札に参
加するすべての業者からも提出するように依頼した。

〇

球

磨

郡

相 良 村

水 上 村
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容 指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

工事請負・
業務委託
について

繰越事業となる工事等について、新年度で負担行為を起
こす場合、金額等等に誤りがないか再確認のうえ実施さ
れたい

○

工事請負・
業務委託
について

決議書等の決裁漏れ、補助金等の届出年月日（根拠資
料）の誤記載等が散見される

〇

その他
基金運用について、有価証券で一部運用を行っている
が、その単価に記載誤りがあったため、直近のレートに
注視し、その把握に努めること

〇

総務課

①ＴＶ、インターネットの使用料、村有住宅建物貸付に
ついては、現年度、滞納繰越ともに調定が計上されてい
ない。昨年度の指摘事項が改善されていないので、適正
に計上すること。
②災害公営住宅では使用料の未納が発生しているので、
早めに対策を講じること。

○

復興推進課

①ふるさと納税の取組みについては、特色ある返礼品を
開発し、寄付金の確保に努めること。
②一勝地交流センターについて、早急に今後の運営・管
理の方向性を示すこと。

○

税務住民課

①村税等の徴収については鋭意努力されているが、今後
においても滞納や不能欠損につながらないよう引き続き
徴収対策を図ること。
②振込手数料が高額になることについては、口座振替へ
の周知に努めること。

〇

保健福祉課

①ふれあいサロンと健康教室の内容は同じと思われる
が、ふれあいサロン９地区は村主体、地区で実施してい
る健康教室は地区主体とする理由は何かを明確にするこ
と。
②球磨村診療所の診療時間等の変更は村民にとって大き
な不安材料である。村民が安心して診療・医療が受けら
れるような対策を講じること。

○

産業振興課

①村の奨励作物については、栽培状況を把握して栽培指
導にも配慮すること。
②ジビエ加工施設に設置した冷蔵庫は、備品として管理
すること。

○

建設課

①村が管理する簡易水道給水区域内にある水道組合の水
質検査補助金を支出しているが、適正な補助金支出であ
るか検討すること。
②村道等の道路管理について危険個所の把握とその危険
防止対策を講じ、被害の未然防止に努めること。

○

教育委員会

①学校運営協議会謝金等、支払いが遅れているものがあ
るので、会議終了後速やかに支出すること。
②ふるさと学副読本調査において、地区での調査を行う
際には、必ず区長班長等に連絡を入れ、立ち合いの下で
実施すること。

○

天

草

郡
苓 北 町 特になし

97 18 33 2 44

球

磨

郡

球 磨 村

（注）定期監査の結果に関する報告（法第１９９条第９項）における監査指摘事項のうち、主なものについてその
　　監査対象、指摘事項の内容、是正状況を回答。

指 摘 件 数

山 江 村
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１７．地方自治法第１９９条第１０項の意見提出の事例
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

町 村 名 要 旨

【共通】
・町の貴重な自主財源である「ふるさとづくり寄付金」について、ふるさと納税ポータルサイ
トの追加の取り組みを確認した。引き続き、全庁的な取り組みによる寄付額の増に期待する。
また、企業版ふるさと納税寄付金についても企業側へ積極的にアプローチする取り組みをお願
いしたい。

【総務課】
・令和６年度から職員自主研修費等補助金制度が創設されている。本制度の積極的な活用が図
られるよう職員への周知に努められたい。

【行革デジタル対策室】
・自治体情報システムの標準化・共通化について、町の基幹電算システムから国の標準準拠シ
ステムへのスムーズな移行に努められるとともに、町民間に不公平感を与えることのないデジ
タル社会の実現にさらに努められたい。

【企画政策課】
・財政の健全化は進んでいる状況にあるものの、今後も厳しい財政運営が続くと思われる。中
長期的な視点に立った計画的な財政運営に努められたい。

【税務住民課】
・新たな滞納金の発生抑制及び滞納金の徴収について努力を認める。町財源確保と税負担の公
平性を図る上からも、収納率向上にさらに取り組まれたい。

【福祉保健課・健康増進室】
・疾病の早期発見につながる各種検診の受診率向上にさらに努められたい。また、健康ポイン
ト事業の利用促進を図り、運動習慣の定着化に努められたい。

【商工観光課】
・一般社団法人 天草れいほく観光協会が令和6年12月1日に設立される。苓北町らしい観光を
創造するとともに、積極的な情報発信を通じて外に働きかけ、地域の「稼ぐ力」を引き出す原
動力となることを期待する。

・町の観光に関する情報の発信力をさらに高められたい。

【農林水産課】

・農林水産業の担い手確保に向けて特定地域づくり事業協同組合の設立に向けた取り組みが行
われている。協同組合設立による担い手不足の解消、移住定住による人口増に期待する。

・放置船の解消及び漁港施設の適正な維持管理にさらに努められたい。

【土木管理課】

・町有（遊休）財産の効果的な売り払いに努められたい。

【水道環境課】

・令和5年11月に表明した「苓北町脱炭素宣言」に基づき、2050年脱炭素社会の実
現に向けた取り組みにさらに努められたい。
・令和6年4月1日に所管特別会計が公営企業会計に移行した。人口減少が進む中
で収益の減少が見込まれるが、住民サービスの向上や将来にわたって安定的に事業が継続され
るよう努められたい。

【教育委員会】
・町内小学校の統廃合について学校教育審議会の答申が出された後、苓北町学校規模適正化推
進計画が策定されることとなっている。少子化が進む中で、子どもたちにとってより良い教育
環境の整備に努められたい。

苓 北 町
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１８．行政監査 （地方自治法第１９９条第２項）の事例

町 村 名 回 数 所要日数 監 査 対 象 理 由

和 水 町 1 回 10日

・各課における事務
・人員配置
・職員年次休暇取得状況及び時間外勤務
状況

事務処理の手続きが法令に基づ
いて適正に処理されているか、
また効率的に行われているか確
認する。

長 洲 町 1 回 16日
・準公金（協議会費、給食費、学級費
等）の取扱い事務

他自治体で不正が起きているた
め、必要と認めて監査を実施し
た

大 津 町 1 回 5日 指定管理施設の業務の執行状況
事務の執行及び管理が適正にな
されているか確認するため

御 船 町 1 回 10日
・事務事業の執行状況
・職員の勤務状況

行政に関する事務の執行状況並
びに事務の管理が、計画的に適
正かつ合理的、効率的に行われ
ているか確認する必要があるた
め。

益 城 町 1 回 11日
・組織体制及び事務分掌
・職員年次有給休暇等取得状況及び非常
勤・臨時職員雇用状況

監査計画により定期監査と同時
に行うとしている

氷 川 町 1 回 6日
・各課の職員の配置、事務分担
・時間外勤務命令書及び勤務実績報告書

・定期監査を同時に行っている
・職員の勤務状況の把握のため

（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
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１９．特別監査の事例（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

◎住民監査請求（法242）

町 村 名 件 数 所要日数 内 容 結 果

和 水 町 1 6

監査委員の罷免並びに議員報酬及び補
助金等の返還請求。外部監査による監
査のやり直しを行うよう勧告すること
を求めるもの。

棄 却

南 阿 蘇 村 1 4
有機肥料生産センターの変更した業務
委託契約内容を元に戻すことをもとめ
たもの。

棄 却

あさぎり町 1 1

①180万円の町の予算を上程し、議会
に承認を得て設立された当委員会によ
る本報告書の概要版の公表をマスコミ
等の前で発表し、広報あさぎりに発表
に内容を掲載することを求めます。監
査の判断を補うために、当委員会元委
員長からの聴き取りをお願いします。

②年度を超えて本報告書概要版を渡
し、町会議員選挙において一部の立候
補予定者を有利にした行為は公職選挙
法もしくは公序良俗に反しています。
選挙管理委員会の判断と合わせて、北
口町長の責任を明確にし、監査結果の
公表をお願いします。

③これまで北口町長及びあさぎり議会
から受けた行為は、憲法第14条に反し
た政治的差別です。政治的差別により
精神的な苦痛を与えられています。※
原文まま

却 下

◎職員の賠償責任による（法243の2③等）

町 村 名 件 数 所要日数 内 容 結 果

南 阿 蘇 村 1 4
長より職員の賠償責任の有無につい
て、監査依頼があったが、最終には取
り下げられた。

取 り 下 げ

◎議会の要求による監査（法98②）、◎直接請求監査（法75）、
◎指定金融機関等監査（法235の2②等）、◎長の要求による監査（法199⑥）は事例なし。
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２０．金融機関の指定及び収納事務取扱金融機関等の状況

銀 行 農 協 指定年月日 銀 行 農 協
信用
金庫

信用
組合

労働
金庫

城
郡

下
益 美 里 町 ○ H16.11.1

玉 東 町 ○ ○ ○

和 水 町 ○ H18.3.1

南 関 町 ○ S58.4.1

長 洲 町 ○ H12.4.1

大 津 町 ○ S60.6.1

菊 陽 町 ○ S59.4.1

南 小 国 町 ○ H10.4.1

小 国 町 ○ H20.9.1

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 ○ H13.4.1

南 阿 蘇 村 ○ H29.2.17

西 原 村 ○ H14.4.1

御 船 町 ○ H13.4.1

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ H6.4.1

甲 佐 町 ○ H28.4.1

山 都 町 ○ H17.2.11
八
代
郡

氷 川 町 ○ H28.10.1

芦 北 町 ○ H17.1.1

津 奈 木 町 ○ ○ ○ ○

錦 町 ○ H18.7.1

あさぎり町 ○ H16.4.1

多 良 木 町 ○ H7.4.1

湯 前 町 ○ ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○ ○

相 良 村 ○ H23.4.1

五 木 村 ○ H21.1.6

山 江 村 ○ H19.10.1

球 磨 村 ○ ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ H9.10.1

※「ゆうちょ銀行」（旧日本郵政公社）は、銀行に含めている。

5

玉

名

郡

219

郡

名

未 指 定 町 村 の 収 納 事 務 取 扱
金 融 機 関

阿

蘇

郡

7 2

未

指

定

指 定

上

益

城

郡

葦
北
郡

町 村 名

27

菊
池
郡

7

球

磨

郡

合 計
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２０．金融機関の指定及び収納事務取扱金融機関等の状況

○指定金融機関を指定している町村の指定代理金融機関、収納代理金融機関

銀 行 農 協 銀 行 農 協 信用金庫 信用組合 労働金庫

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○ ○ ○ 〇

南 小 国 町 ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○

産 山 村

高 森 町 ○ ○ ○

南 阿 蘇 村 ○ ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○

嘉 島 町

益 城 町 ○ ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○

津 奈 木 町

錦 町 ○ ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○

多 良 木 町 ○ ○ ○

湯 前 町

水 上 村

相 良 村 ○ ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○ ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○ ○

球 磨 村
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

12 824 19 10

球

磨

郡

合 計 10 0

菊
池
郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

葦
北
郡

収 納 代 理 金 融 機 関

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

指定代理金融機関
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２１．例月出納検査に関する調

原則として
毎月○日

検査日
の前日

前月の
末日

検査日の
○日前

その他
残高証明書

で確認

必要な都度
証明書
で確認

通帳残高で
確認

文書
のみ

識見委員が
文書と併せ
て口頭で

議選委員が
文書と併せ
て口頭で

その他

下
益
城
郡

美 里 町 下旬 ○ ○ ○

玉 東 町 10 ○ ○ ○

和 水 町 10 ○ ○ ○

南 関 町 15 ○ ○ ○

長 洲 町 10 ○ ○ ○

大 津 町 20～末日 ○ ○ ○

菊 陽 町 15～25 ○ ○ ○

南 小 国 町 15 ○ ◯ ○

小 国 町 15 ○ ○ ○

産 山 村 20～25 ○ ○ ○

高 森 町 22 ○ ○ ○

南 阿 蘇 村 22 ○ ○ ○

西 原 村 10
検査日
当日

8：20～
○ ○

御 船 町 15～20 ○ ○ ○

嘉 島 町 15～20 ○ ○ ○

益 城 町 20～25 ○ ○ ○

「検査の結果に関する報告」
議会への報告方法（複数回答）

上

益

城

郡

実施
日

現 金 保 管 の 状 況 は
何 日 現 在 で 検 査

阿

蘇

郡

町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

郡

名

普通預金の残高
の 確 認
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２１．例月出納検査に関する調

原則として
毎月○日

検査日
の前日

前月の
末日

検査日の
○日前

その他
残高証明書

で確認

必要な都度
証明書
で確認

通帳残高で
確認

文書
のみ

識見委員が
文書と併せ
て口頭で

議選委員が
文書と併せ
て口頭で

その他

「検査の結果に関する報告」
議会への報告方法（複数回答）

実施
日

現 金 保 管 の 状 況 は
何 日 現 在 で 検 査

町 村 名
郡

名

普通預金の残高
の 確 認

甲 佐 町 16・17 ○ ○ ○

山 都 町 15～22 ○ ○ ○

八
代
郡

氷 川 町 20 ○ ○ ○

芦 北 町 5～10 ○ ○ ○

津 奈 木 町 12 ○ ○ ○

錦 町 11 ○ ○ ○

あさぎり町 10～20 ○ ○ ○

多 良 木 町 20 ○ ○ ○

湯 前 町 12 ○ ○ ○

水 上 村 5 ○ ○ ○

相 良 村 10～15 ○ ○ ○

五 木 村 20～25 ○ ○ ○

山 江 村 15 ○ ○ ○ ○

球 磨 村 15 ○ ○ ○

天
草
郡

苓 北 町 21 ○ ○ ○

27 5 00

葦

北

郡

球

磨

郡

合 計 9

上

益

城

郡

24121 0 1 6
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２２．外部監査に関する調

外部監査に係る条例を制定している町村はない。

２３．令和６年度先進地調査の実施状況

郡・町村名 調 査 地 時 期 所要日数 主 な る 研 修 項 目

玉 名 郡 熊本県和水町 ７年３月 １日 ①各町の監査状況及び着目点

氷 川 町 熊本県多良木町 ６年６月 １日 電子決済に伴う監査業務全般について

山 江 村 佐賀県佐賀市 ６年７月 １泊２日 公営企業会計の仕組みについて

苓 北 町 熊本県和水町 ７年２月 １泊２日

①例月現金出納検査における検査の視
点、提出書類、報告書の内容等について
②決算審査における審査の視点、審査意
見書について
③定期監査における監査の視点、結果公
表書について

２４．監査手続に関する調（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

①学識経験者等からの意見聴取（法第１９９条第８項）事例

（なし）

②住民監査請求における陳述の聴取を行う場合の立会い(法第２４２条第７項）事例

（なし）

２５．監査専門委員に関する調（法200条の2）

監査専門委員を設置している町村はない。

２６．内部統制に関する調（法150条の2）

町　村　名
法第１５０条第２項の方針に
基づかない自主的なもの

大　津　町 ―

２７．議会による権利放棄に関する調（法242条の10）

町 村 名

該当町村なし

内　　　　　容

法１５０条第２項の方針に
基づくもの

〇
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２８．免責条例の制定・改廃に係る意見聴取に関する調

御 船 町

湯 前 町

町 村 名
タブレット端末による
ペ ー パ ー レ ス 化

美 里 町 ○

大 津 町 〇

南阿蘇村 〇

西 原 村 〇

御 船 町 〇

山 都 町 〇

氷 川 町 ○

津奈木町 〇

あさぎり町 ○

多良木町 ○

山 江 村 〇

苓 北 町 ―

異議なし

―

―

〇

―

―

―

―

―

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）が施行されることに
よる引用条項の改正のため、条例案は妥当である。

―

町 村 名

そ の 他

―

例月現金出納検査は、資料をPDFファイ
ルで提出してもらい、パソコンを用い
て検査を行っている。

２９．監査等のデジタル化に関する調

意 見

監査において、事前提出書類などの監査に
必要な書類をデータ化してタブレット端末
を活用している。例月検査の講評や監査時
のヒアリングをオンラインで実施してい
る。

監査等のオンライン開催

―

―
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